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第 ２ 回   熊本県議会  教育警察常任委員会会議記録 

 

平成26年４月25日(金曜日) 

            午後２時０分開議 

            午後３時２分休憩 

            午後３時９分開議 

            午後４時59分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 平成26年度主要事業等の説明 

   ――――――――――――――― 

出席委員(７人) 

        委 員 長 増 永 慎一郎 

        副委員長 甲 斐 正 法 

        委  員 小 杉   直 

        委  員 平 野 みどり 

        委  員 氷 室 雄一郎 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 溝 口 幸 治 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし)                   

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

         教育長 田 崎 龍 一 

教育理事 豊 田 祐 一 

教育総務局長 吉 田 勝 也 

教育指導局長 上 川 幸 俊 

首席審議員兼教育政策課長 能 登 哲 也 

学校人事課長 山 本 國 雄 

社会教育課長 福 澤 光 祐 

文化課長 手 島 伸 介 

        施設課長 清 原 一 彦 

      高校教育課長 越 猪 浩 樹 

政策監兼高校整備推進室長 田 村 真 一 

義務教育課長 浦 川 健一郎 

特別支援教育課長 栗 原 和 弘 

人権同和教育課長 池 田 一 也 

体育保健課長 平 田 浩 一 

警察本部 

本部長 田 中 勝 也 

警務部長 黒 川 浩 一 

生活安全部長 佐 藤 正 泉 

刑事部長 池 部 正 剛 

交通部長 木 庭   強 

        警備部長 潮 﨑 樹 典 

       首席監察官 吉 長 立 志 

参事官兼警務課長 林   修 一 

参事官兼会計課長 甲 斐 利 美 

理事官兼総務課長 田 中 哲 浩 

参事官兼生活安全企画課長 北 野 陽 祐 

参事官兼刑事企画課長 奥 田 隆 久 

参事官兼交通企画課長 髙 山 広 行 

交通規制課長 木 庭 俊 昭 

参事官兼警備第一課長 宮 崎 正 道 

 ――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 左 座   守 

     政務調査課主幹 法 川 伸 二 

――――――――――――――― 

  午後２時０分開議 

○増永慎一郎委員長 それでは、ただいまか

ら、第２回教育警察常任委員会を開会いたし

ます。 

 まず、開会に当たりまして、一言御挨拶を

申し上げます。 

 さきの委員会において、委員長に選任され

ました増永でございます。 

 今後１年間、甲斐副委員長とともに、誠心

誠意円滑な委員会運営に努めてまいりたいと

思いますので、どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 委員各位におかれましては、御指導、御鞭

撻をいただくとともに、教育長、また警察本
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部長を初めとする執行部の皆様方には、御協

力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 簡単ではございますが、挨拶にかえさせて

いただきます。(拍手) 

 続きまして、甲斐副委員長から挨拶をお願

いします。 

 

○甲斐正法副委員長 同じく、さきの委員会

におきまして、副委員長に選任いただきまし

た甲斐でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 今後１年間、増永委員長を補佐し、一生懸

命円滑な委員会運営に努めてまいりたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 また、委員各位、執行部の皆様方の御協力

よろしくお願い申し上げまして、簡単でござ

いますが、御挨拶とさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。(拍手) 

 

○増永慎一郎委員長 本日の委員会は、執行

部を交えての初めての委員会でございます。

執行部の幹部職員の自己紹介をお願いしたい

と思います。 

 なお、自己紹介は課長以上にお願いし、審

議員、課長補佐につきましては、お手元の委

員会資料の幹部職員名簿で御承知おきいただ

きたいと思います。 

 それでは、教育委員会・田崎教育長から順

次お願いします。 

  （田崎教育長、豊田教育理事～平田体育

保健課長の順に自己紹介) 

○増永慎一郎委員長 次に、警察本部の自己

紹介をお願いいたします。 

  （田中警察本部長、黒川警務部長～今村

機動隊長の順に自己紹介) 

○増永慎一郎委員長 執行部の紹介が終わり

ました。１年間、このメンバーで審議を行い

ますので、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 それでは、教育委員会、警察本部の順に主

要事業等の説明に入りますが、質疑について

は、執行部の説明終了後、一括して受けたい

と思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るため、最初に一度立っていただいた後、説

明は、着座のまま簡潔にお願いします。 

 それでは、教育長から総括説明をお願い

し、続いて、各担当課長から資料に従い順次

説明をお願いします。 

 初めに、田崎教育長。 

 

○田崎教育長 よろしくお願いいたします。

着座にて失礼いたします。 

 委員の皆様方には、平素から、教育行政全

般にわたりまして、深い御理解と御支援をい

ただいておりますことに対し、この場をおか

りしまして厚くお礼を申し上げます。 

 説明に先立ちまして、委員の皆様方に、こ

のたび県内で初めて発生しました高病原性鳥

インフルエンザについて御報告いたします。 

 去る４月13日に球磨郡多良木町の農場で疑

似患畜の確認がなされ、直ちに知事を本部長

とする対策本部が立ち上げられ、１つ、迅速

な初動対応、２つ、ウイルスの封じ込め、３

つ、監視体制の強化、４つ、風評被害防止の

ための広報の４原則のもと、県庁一丸となっ

て対応がなされました。 

 また、初動の段階から、市町村、農業団

体、建設業協会、国の九州農政局や九州地方

整備局のほか、多くの機関に御協力をいただ

き、さらに自衛隊から部隊の派遣を得て、疑

似患畜確認後72時間の期限内の４月16日７時

30分には、殺処分、埋却、汚染物質の処分、

農場の消毒など、一連の防疫措置が完了した

ところです。 

 教育委員会においても、発生の連絡を受け

て、直ちに、搬出制限区域内にあるあさぎり

町の南稜高校を初め、養鶏を行っている県内

の農業関係高校４校全校に対して防疫体制の
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徹底等を指示いたしました。また、全県立学

校及び地方機関並びに教育事務所を通して市

町村教育委員会に対して、野鳥等への適切な

対応や飼育動物の適正な管理について指示す

るとともに、各学校に対しては、児童生徒へ

の健康被害の予防と混乱防止に向けた対応を

指示したところです。 

 現時点では、新たな発生はなく、ウイルス

の封じ込めは順調と考えていますが、高病原

性鳥インフルエンザにつきましては、いつ、

どこで発生してもおかしくないものであり、

油断することなく、引き続き、農業関係高校

等において発生することがないよう、防疫体

制の徹底に万全の体制で臨んでまいります。 

 次に、先般天草教育事務所管内の中学校の

教諭が酒気帯び運転で検挙された事案につい

て、御報告とおわびを申し上げます。 

 本件は、各学校において入学式、始業式が

とり行われ、新しい年度のスタートを切った

やさきの出来事であり、また、飲酒運転の根

絶に向けて、教育委員会全体で、全力を挙げ

て取り組んでいる中で発生した事案であり、

大変憤りを感じております。 

 たび重なる不祥事でおわびの言葉が見つか

らないというのが正直な気持ちですが、委員

の皆様方並びに県民の皆様方に対しまして、

重ねて深くおわび申し上げます。 

 なお、懲戒処分については、今後任命権者

として厳正に対処したいと考えており、市町

村教育委員会、学校及び教職員一丸となり、

県民の皆様の信頼回復のため、不祥事根絶に

向けて全力で取り組んでまいりますので、委

員の皆様には、今後とも、御助言、御協力賜

りますよう、よろしくお願いいたします。 

 さて、教育委員会では、本年３月に、これ

までの取り組みの成果と課題を検証し、社会

状況の変化を踏まえ、今後の本県教育の目指

す方向性を示すため、新たな計画である第２

期くまもと「夢への架け橋」教育プランを策

定いたしました。今後、本計画に沿って、学

校、家庭、地域などと連携、協力して、子供

たちのためにという視点に立って、知恵を絞

り、汗をかきながら、教育委員会が一丸とな

って、基本理念である、郷土に誇りを持ち、

夢の実現を目指す熊本の人づくりに取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 今後とも、委員の皆様には、大所高所から

さまざまな御助言等を賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

 それでは、本年度教育委員会が取り組みま

す主要事業等につきまして、担当課長から説

明をさせますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

 

○能登教育政策課長 教育政策課でございま

す。着座にて御説明させていただきます。 

 お手元の説明資料、平成26年度主要事業及

び新規事業をごらんください。 

 まず、１ページから８ページにかけまして

は、教育委員会の組織機構や分掌事務でござ

います。この点につきましては、説明は省略

させていただきます。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 教育委員会全体の平成26年度当初予算総括

表でございます。 

 一般会計予算は、総額1,560億1,300万円余

となり、前年度比で29億3,400万円余の増と

なっております。 

 各課別の内訳は、表のとおりでございま

す。 

 一般会計に熊本県立高等学校実習資金特別

会計及び熊本県育英資金等貸与特別会計の２

つの特別会計を加えました当初予算総額は1,

576億6,600万円余となりまして、前年度比で

28億6,300万円余の増となっております。 

 この後、各課から、主要事業及び新規事業

を説明いたします。 

 初めに、教育政策課でございます。10ペー

ジをお願いいたします。 

 まず、教育振興基本計画推進事業でござい
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ます。 

 平成26年３月に策定いたしました第２期く

まもと「夢への架け橋」教育プランを広く県

民に周知するとともに、計画の推進を図るも

のでございまして、事業内容として、１の進

捗管理を行う推進委員会を開催いたしますと

ともに、２のリーフレットや説明会による周

知、３のくまもと教育の日の取り組みや、４

の知事の出前ゼミなどを実施するものでござ

います。 

 次に、11ページをお願いいたします。 

 学校改革プロジェクト支援事業でございま

す。 

 事業目的に記載しておりますとおり、学校

のさまざまな課題を解決するために、教職員

が生徒と向き合う時間を確保し、より教育効

果を高めるための学校改革を推進するもので

ございます。 

 事業内容に記載しましたとおり、県内にモ

デル校を配置しまして、モデル校での成果を

検証し、県内の各学校に普及していくことと

しております。 

 次に、12ページをお願いいたします。 

 熊本県教育情報化推進事業でございます。 

 事業目的に記載しておりますとおり、児童

生徒の情報モラルを含めました情報活用能力

の育成とＩＣＴ、いわゆる情報通信技術でご

ざいますが、これを活用した確かな学力の定

着、教員の負担感軽減につながる校務の情報

化に向けまして、教育活動全般における情報

化を推進するものでございます。 

 主な事業といたしまして、事業内容、１の

ＩＣＴを活用した「未来の学校」創造プロジ

ェクトにおきまして、タブレットＰＣやデジ

タル教材等のＩＣＴを活用した実証授業を行

い、学力向上につながるＩＣＴ活用の教育効

果につきまして、調査研究を進めてまいりま

す。 

 次に、13ページをお願いいたします。 

 上段の教職員福利厚生事業は、公立学校共

済組合熊本支部が行います人間ドック及びメ

ンタルヘルスなどの福利厚生事業に対しまし

て、公立学校共済組合熊本支部に補助金を交

付するものでございます。 

 下段の教職員住宅建設償還金及び財産処分

費は、教職員住宅の維持管理を行うものでご

ざいまして、事業内容１の平成８年度から13

年度までに建設いたしました住宅に係る償還

金や２の廃止教職員住宅の売却手続に要しま

す経費でございます。 

 教育政策課は以上でございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

 

○山本学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 

○小杉直委員 ちょっと待って。委員長、異

動してきとるけん、名字だけは言わせてくれ

んですか。山本人事課長と言われたなら、山

本ですと言うてから――後ろの席あたりはわ

からぬけん。名字だけ。 

 

○増永慎一郎委員長 いいですかね。 

 

○小杉直委員 こっちも、こっちの名字がわ

からぬと、委員長だけの話では、なかなか覚

えにくかけん、お互いさまだけん。 

 

○山本学校人事課長 学校人事課の山本でご

ざいます。着座のまま説明させていただきま

す。よろしくお願いします。 

 説明資料の14ページをお願いいたします。 

 まず、新規事業の教員の指導力向上事業で

ございます。 

 今年度から、県立学校５校にスーパーティ

ーチャー、指導教諭を導入しております。 

 事業目的は、スーパーティーチャーが所属

します学校や地域の他校の教員に対しまし

て、教育指導の改善及び充実のために必要な

指導及び助言を行うことで、教員の人材育成
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や教員全体の指導力の向上を図るものでござ

います。 

 事業内容は、スーパーティーチャーが所属

校及び他校の教員に対する指導、助言を行う

ことができるよう、スーパーティーチャーが

本来担当いたします授業時間数のうち、週10

時間分を代替します非常勤講師を任用すると

ともに、スーパーティーチャーが他校等へ出

張するための旅費を支給するものでございま

す。 

 平成26年度のスーパーティーチャーにつき

ましては、表に記載のとおりでございます。 

 次に、15ページをお願いいたします。 

 新規事業の特別支援学級支援加配でござい

ます。 

 事業目的は、小中学校の特別支援学級にお

きまして、児童生徒数の増加を踏まえて、教

員の加配を行うことによりまして、児童生徒

の教育的ニーズにきめ細かく対応し、指導の

充実を図ることでございます。 

 事業内容は、一つの特別支援学級の中に多

学年の児童生徒が在籍するなど、特に指導が

困難な学級を有する学校につきまして、県独

自に教員を配置するものでございます。 

 国の基準では、１学級８人の児童生徒に１

人の教員を配置することとされております。

本県では、特別支援教育の重要性に鑑みまし

て、県独自に、児童生徒数が６人以上在籍す

る特別支援学級がある学校には教員を加配し

てきたところでございます。しかし、特別支

援教育に対する保護者の方からのニーズは多

様化しておりまして、学校現場からは、児童

生徒への対応に苦慮しているとの切実な声も

多く寄せられております。 

 そこで、本年度から、１学級に５人以上の

児童生徒が在籍し、児童生徒が３学年以上に

またがっているなど指導が困難な学級を有す

る学校に、新たに県独自の加配措置を行って

おります。対象校は30校で、１校当たり１人

の教員を配置いたしております。 

 次に、新規事業の公立高等学校授業料徴収

等事業でございます。 

 事業目的は、これまで無償でありました公

立高校授業料への所得制限導入に伴う就学支

援金の交付及び円滑な授業料徴収の実施並び

に生徒、保護者の授業料納付に係ります利便

性の向上等を図ることでございます。 

 事業内容は、所得制限未満の生徒に対して

就学支援金を交付するとともに、所得制限以

上の生徒から授業料を徴収するため、金融機

関への徴収事務の委託や口座振替等を行うシ

ステムの運用等を行うものでございます。 

 １の就学支援金につきましては、国が、所

得制限、保護者等の市町村民税所得割額が30

万4,200円未満の生徒に対して、授業料と同

額の就学支援金を交付するものですが、県が

生徒本人にかわりまして受領し、生徒が納付

すべき授業料と相殺することによりまして、

就学支援金の対象となった生徒は、授業料の

納付が不要となるものでございます。 

 また、所得確認等の事務を行う臨時職員

を、学校人事課と生徒数の多い学校に配置を

いたしております。 

 ２の授業料徴収につきましては、所得制限

により就学支援金の対象とならない生徒から

授業料を徴収するため、金融機関への徴収事

務の委託や口座振替等を行うシステムの運用

を行うことによりまして、授業料納付に係り

ます利便性の向上等を図るものでございま

す。 

 なお、所得制限によりまして捻出される財

源については、高校教育課が所管します奨学

のための給付金等に活用されます。 

 次に、16ページをお願い申し上げます。 

 教育サポート事業でございます。 

 事業目的は、退職教員等の知識や経験を活

用しまして、小中学校においては、不登校の

解消や児童生徒の学力充実を図るとともに、

特別支援学校におきましては、特に重度重複

障害を有する児童生徒への教育支援体制の充
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実を図るものでございます。 

 事業内容は２つございまして、１つが、小

中学校サポーターでございます。これは、小

中学校に非常勤講師を配置しまして、教室外

登校者の学習指導や問題行動のある児童生徒

の支援等を行うものでございます。各教育事

務所に計19人を配置しております。 

 もう一つが、特別支援学校サポーターでご

ざいます。これは、県立の特別支援学校に非

常勤の介助員を配置しまして、重度重複障害

学級児童生徒の食事、排せつ、教室移動な

ど、日常生活の支援を行うものでございま

す。特別支援学校の重度重複障害学級に計33

人を配置いたしております。 

 学校人事課は以上でございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

 

○福澤社会教育課長 社会教育課長をしてお

ります福澤と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。着座にて説明させていただき

ます。 

 説明資料の17ページ上段をお願いいたしま

す。 

 くまもと家庭教育支援条例に基づく家庭教

育支援の推進でございます。 

 昨年度は、くまもと家庭教育支援条例の施

行の初年ということで、まずは条例を知って

もらうということを中心に置きつつ、この普

及啓発にしっかりと取り組んでまいりまし

た。今年度は、条例の施行から２年目となる

ことから、条例を知ってもらうことからさら

に踏み込んで、より一層の内容の周知と行

政、学校、家庭、地域、さらには企業等とも

連携、協力して、家庭の教育力の向上を図っ

てまいります。 

 主な事業内容として、４にございますとお

り、くまもと「親の学び」プログラム講座を

開催して、プログラムの普及啓発を推進する

とともに、５にございますとおり、家庭教育

支援功労者や優良団体の表彰も継続して実施

してまいります。 

 次に、下段の子どもの読書活動の推進は、

今年度より平成30年度末までの５年間で取り

組む第３次の熊本県子どもの読書活動推進計

画に基づき、子供の読書活動の推進とその支

援に取り組むものでございます。 

 続きまして、18ページをお願いいたしま

す。 

 18ページの地域の寺子屋(学校・家庭・地

域の連携)の推進は、地域の教育力を活用い

たしまして、子供たちの学習活動や体験活動

の場となる地域の寺子屋を県内全体に拡充し

ていくために、引き続き取り組むものでござ

います。 

 例えば、１の地域の寺子屋推進事業では、

県内３カ所に寺子屋プランナーを配置し、学

校や教育委員会を訪問して、本事業への理解

と人材育成を働きかけることで、学校におけ

る学校支援活動の立ち上げを図るものでござ

います。 

 さらに、大学生などのボランティアチーム

を派遣いたしまして、学校を支援してまいり

ます。 

 続きまして、19ページをお願いいたしま

す。 

 19ページの「熊本の心」活用推進事業で

す。 

 既に県内全ての小中学校で使用され始めて

おります道徳教育用郷土資料であります「熊

本の心」は、熊本の生んだ偉人ですとか、自

然、伝統文化を知ることができると好評を得

ております。このことから、この資料を学校

からさらに広げて、社会教育の場面を通じて

も活用し、普及し、郷土熊本を知り、愛する

県民運動につなげていこうとするものでござ

います。 

 続きまして、20ページの熊本県立図書館・

熊本近代文学館機能拡充事業でございます。 

 県立図書館全体の空調設備などの大規模改

修と熊本近代文学館の平成27年度リニューア
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ルオープンのための改修に向けた設計を行う

ものでございます。このうち県立図書館の空

調設備等の大規模改修は、地域の元気交付金

を活用して実施してまいります。 

 なお、近代文学館につきましては、昨年度

に引き続き外部有識者による検討会議を開催

しております。今後、27年度のリニューアル

後の顔となる常設展示の方向性ですとか、リ

ニューアルいたします館の名称などについて

も検討を行ってまいります。 

 また、県立図書館は、改修工事によりまし

て、ことしの７月から来年３月まで休館する

こととなりますが、でき得る限りの利用者へ

のサービス提供を第一に考えまして、工事と

の調整を図りながら進めてまいります。 

 例えば、近隣の県立、熊本市立、または大

学の図書館のようなさまざまな施設の協力を

得つつ、県立図書館の図書の貸し出し、閲覧

サービス、近隣図書館の資料の相互利用な

ど、さまざまな利用者サービスの可能性を検

討するとともに、丁寧な情報発信に努めてま

いります。 

 さらに、この期間中、県内市町村立図書館

などへの貸し出し、出前講座、学校図書館へ

の子供文庫の貸し出しなども継続して実施し

てまいります。 

 社会教育課は以上でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○手島文化課長 文化課長の手島でございま

す。着座にて説明させていただきます。 

 資料21ページをお願いいたします。 

 まず、細川コレクション永青文庫推進事業

でございます。 

 本県の文化、芸術の発展や観光振興に寄与

することを目的に、公益財団法人永青文庫が

所蔵いたします美術品などの一部を、県立美

術館、細川コレクション永青文庫常設展示室

に展示いたしますとともに、修復、調査を行

い、広報活動や啓発事業を通しまして、県内

外に周知してまいります。 

 また、県内外からの観覧者により多くの名

品が観覧できるよう推進してまいります。 

 続きまして、22ページをお願いいたしま

す。 

 鞠智城整備事業でございます。 

 鞠智城について、文化財を活用した歴史公

園の完成を目指しました史跡整備を行うとと

もに、特別史跡の指定に向けて取り組みを行

い、国営公園化の推進に資するものでござい

ます。 

 主なものとして、事業内容２の特別史跡指

定推進事業についてでございますけれども、

これまでの発掘調査の成果を総括いたしまし

た総合報告書で明らかになりました鞠智城の

歴史的、学術的価値を広く示し、さらに深め

ていくため、若手研究者の論文募集事業や東

京シンポジウムなどの事業を展開いたしまし

て、特別史跡指定に向けて、鞠智城跡の認知

度向上と機運醸成に取り組んでまいります。 

 続きまして、23ページをお願いいたしま

す。 

 芸術文化振興、文化財保存活用事業でござ

います。 

 子供たちに対する芸術文化振興の各種事業

と地域の宝でございます文化財の保存活用事

業に広域的に取り組み、児童生徒の健全育成

とともに、地域の振興につなげてまいりたい

と考えております。 

 具体的には、子供たちに一流の舞台芸術を

学校で体験させる取り組みや、神楽などの民

俗芸能などの発表の機会を提供いたしまし

て、また、高校生には、日ごろの文化活動を

発表する総合文化祭を開催いたします。 

 広域的な文化財の保存活用の取り組みとい

たしましては、人吉球磨地域をモデルに、球

磨地域文化財広域連携協議会の活動を支援し

てまいります。 

 続きまして、24ページをお願いいたしま

す。 
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 新規事業の県立美術館本館改修整備事業で

ございます。 

 昭和51年３月の開館から約38年を経過いた

しました県立美術館本館につきまして、老朽

化いたしました施設整備の改修を行うこと

で、県立美術館本館の機能保全や長寿命化を

図り、良好な展示環境、所蔵品の保管環境を

確保することといたしております。 

 主な工事内容でございますが、平成27年度

から平成29年度の３カ年の間で、ホールなど

の防水工事、空調・電気設備等の改修、内部

床・壁、エレベーターなどの改修を計画的に

実施したいと考えております。 

 本年度は、平成27年度施工分の設計を行う

こととしております。 

 文化課は、以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○清原施設課長 施設課長の清原でございま

す。着座の上、説明させていただきます。 

 資料の25ページをお願いいたします。 

 まず、校舎新・増改築事業でございます。 

 県立高等学校の安全性の確保、施設の整備

充実を図るため、老朽・危険施設の改築等を

行うものでございます。 

 本年度は、事業内容１の水俣工業高校特別

教室と２の翔陽高校実習棟、３の高森高校校

舎改築事業を実施してまいります。また、４

の新規の熊本工業高校実習棟改築事業につき

ましては、事業実施に向けた検討を行うた

め、環境配慮調査を実施してまいります。 

 次に、26ページをお願いいたします。 

 特別支援学校施設整備事業でございます。 

 県立特別支援学校の安全性確保、学習環境

の向上を図るため、老朽・危険施設の改修等

を行うものでございます。 

 本年度は、事業内容１の(1)重度重複障害

児童生徒の安全で安心な学習環境を整備する

ため、平成26年度の完成を目指し、熊本かが

やきの森支援学校整備事業を推進するもので

ございます。 

 なお、現在のところ、ことし10月末に竣工

予定で、12月から利用開始できる見込みでご

ざいます。 

 施設課は以上です。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○越猪高校教育課長 高校教育課・越猪でご

ざいます。着座の上、説明をさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いします。 

 説明資料27ページ上段をお願いいたしま

す。 

 まず、スーパーグローバルハイスクール推

進事業でございます。本事業は、本年度の新

規事業になります。 

 事業目的にございますように、国からスー

パーグローバルハイスクールの指定を受けた

高等学校等が、国際化を進める国内外の大学

や企業、国際機関等と連携を図り、外国語を

使う機会の飛躍的増加、先進的な人文科学、

社会科学分野の教育の重点化等に取り組み、

その指定校が行う質の高いカリキュラムの開

発、実践や体制整備を支援するものでござい

ます。本年度は、済々黌高校が国の指定を受

け、グローバルリーダーの育成を図る指導方

法の研究、開発等に取り組みます。 

 次に、下段の熊本県州立モンタナ大学高校

生派遣事業でございます。 

 本事業は、事業目的にございますように、

グローバルな人材を育成するために、県内高

校生15名をアメリカ・モンタナ州にあります

州立モンタナ大学に派遣し、異文化に触れな

がら海外で学ぶすばらしさを肌で感じさせる

とともに、２週間の集中的な語学研修を受講

させるものでございます。あわせて、引率の

英語教師にも英語教授法の研修を受講させ、

本県英語教育の充実を目指すとともに、県が

推進しております州立モンタナ大学や海外大

学への進学者の拡充を目指すものでございま

す。 
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 次に、28ページをお願いいたします。 

 高校生海外修学旅行促進事業でございま

す。本事業は、今年度の新規事業でございま

す。 

 事業目的は、資料にもございますように、

海外修学旅行を検討している県立高等学校に

おいて、修学旅行地の事前調査を行い、その

成果を普及させることにより県内高等学校の

海外修学旅行を促進し、国際的な感覚を身に

つけたグローバルな人材育成環境を充実させ

るものでございます。 

 具体的な事業内容としましては、平成27年

度に海外修学旅行の実施を検討している学校

の職員及び保護者代表を派遣し、現地の学校

や研修先、宿泊施設等の見学調査を行いま

す。また、調査結果につきましては、報告書

を取りまとめ、他の県立高校に周知する予定

でございます。派遣先といたしましては、海

外修学旅行先として、中国や韓国に比べ実績

の少ない台湾を想定しており、３校９人程度

の参加を見込んでおります。 

 続きまして、29ページをお願いいたしま

す。 

 就業支援プロジェクトでございます。 

 本事業は、事業目的にございますように、

生徒の専門性の深化、進路目標の確立を図る

ことを目的に、熟練技能者等を工業関係高校

や農業関係高校など専門高校に派遣し、講習

会を通して、授業では取得できない技術の実

技指導を行い、生徒の実践的な技術、技能の

習得を目指すものでございます。 

 具体的には、事業内容１から３にあります

各種講習会を実施いたします。 

 なお、資料にはございませんが、本事業の

成果といたしまして、工業関係高校生の多様

な技能資格取得を顕彰する制度でございます

ジュニアマイスター顕彰制度の平成25年度県

別認定者数におきまして、熊本県が、昨年度

に引き続きまして、全国１位になったとの報

告を受けております。 

 次に、中段の高校生キャリアサポート事業

でございます。 

 本事業は、県立高校にキャリアサポーター

を配置し、求人開拓や進路相談等による高校

生への就職支援を行うものでございます。平

成26年度は、20人を県立高校33校へ配置いた

します。平成25年度の就職内定率は98.6％

で、過去最高の数値でございました。いまだ

厳しい就職状況の中で、このような就職内定

率を得ることができましたのも、キャリアサ

ポート事業が機能し、生徒の求人開拓等の就

職支援に大きな役割を果たした結果と考えて

おります。 

 本事業は、平成21年度から国の緊急雇用創

出基金事業を活用して実施してまいりました

が、平成26年度は、県単独事業として実施い

たします。 

 次に、下段の就農教育連携支援事業でござ

います。 

 本事業は、事業目的にございますように、

農業関係高校と行政機関、地域農業界とが連

携、協働し、農業を担う人材の確保、育成を

図るものでございます。 

 具体的な事業といたしましては、県内農業

関係高校13校が就農教育プログラムを作成

し、外部人材を活用した講演、講習会、先進

農業経営の視察研修や現場実習、地域と連携

しました共同研究などを実施いたします。 

 この事業の成果といたしましては、阿蘇中

央高校の白いイチゴの品種登録、普及活動な

どの取り組みや、全国農業高校お米甲子園に

おいて昨年度に続きまして金賞受賞、また、

南稜高校における耕作放棄地での牛の放牧な

どの取り組みがございます。 

 次に、30ページをお願いいたします。 

 高校教育課に新設いたしましたいじめ防止

対策班に関する事業でございます。 

 まず、いじめに係る生徒指導上の問題対応

対策の部分を御説明いたします。 

 上段をごらんください。 
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 県立中・高等学校スクールカウンセラー活

用事業でございます。本事業は、本年度から

の新規事業でございます。 

 生徒、保護者や教職員等への相談、助言等

を行うことにより、生徒等の心の問題の改

善、解決に努め、いじめや不登校等の課題解

決を図るための体制整備を行うものでござい

ます。 

 具体的には、県立中学校を含む県立高校51

校にスクールカウンセラー１名を配置し、県

内全域の学校に対応してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、下段、スクールソーシャルワーカー

配置事業でございます。本事業は、24年度か

ら取り組んでいる事業でございます。 

 事業目的にございますように、いじめや不

登校等に対する生徒指導上の諸問題の解消及

び積極的予防のために、県立学校にスクール

ソーシャルワーカーを配置しまして、学校、

家庭及び関係機関との連携の機動性を図ると

ともに、協働して子供を取り巻く環境等を改

善する体制整備を行うものでございます。 

 具体的には、拠点校といたしまして、県

北、県央、県南に各１名を配置し、県内全域

の学校に対応してまいります。 

 次に、31ページをお願いいたします。 

 いじめ防止対策関連事業の主なものについ

て説明をいたします。 

 事業内容１の熊本県いじめ問題対策連絡協

議会につきましては、法に基づき、さきの２

月議会で制定いたしました条例に基づいて県

に設置するものでございまして、いじめへの

対処に関係する機関及び団体が連携し、いじ

めの防止、いじめの早期発見に県民が一体と

なって取り組む方策等についての協議を行っ

てまいります。 

 事業内容２でございますが、熊本県いじめ

防止対策審議会につきましては、県教育委員

会の附属機関として設置するものでございま

して、今回説明しております県教育委員会の

施策や各県立学校のいじめの防止対策の取り

組み等について、県教育委員会からの諮問に

応じ、調査研究や審議等を行ってまいりま

す。 

 以下、３から６は、いじめの未然防止に係

る普及啓発事業及び重大事態への対応等でご

ざいます。 

 次に、32ページをお願いします。 

 県立高等学校教育整備推進事業等でござい

ます。 

 高校再編関係の事業につきましては、複数

の事業予算に分かれておりますので、このよ

うにまとめて記載しております。 

 資料右側の事業内容でございますが、１点

目としましては、県立高等学校再編整備等基

本計画で、後期の再編対象としているものに

ついて、平成24年度末に策定しました後期実

施計画に基づき、施設設備を含め、新設高校

の開校準備を進めてまいります。 

 ２点目としまして、中期の再編整備に伴う

新設水俣高校の施設整備として、管理棟改修

等を進めてまいります。 

 ３点目としまして、前期の再編整備に伴う

新設高校の円滑な運営ができます所要の措置

を行ってまいります。上天草高校や矢部高校

等に通学する生徒への通学支援や跡地の利活

用について検討等を行ってまいります。 

 高校教育課は以上でございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

 

○浦川義務教育課長 義務教育課の浦川と申

します。よろしくお願いいたします。着座に

て御説明いたします。 

 説明資料の33ページ上段をお願いいたしま

す。 

 学力向上対策事業でございます。本事業

は、本県における児童生徒の学力向上を図る

ための事業でございます。 

 事業内容の１の教育推進会議等を通じて教

職員の指導力の向上に努めるとともに、２に
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あります熊本県学力調査、ゆうチャレンジ等

を開発、実施し、教科における基礎的、基本

的事項の定着状況を客観的に評価することに

より児童生徒の学力の課題を明らかにし、授

業改善を図ってまいります。また、４にあり

ます小学校英語教育の推進につきましては、

グローバル人材の育成に向けて小学校英語教

育に係る本県独自のカリキュラムを開発し、

本県における小学校英語教育の推進、充実に

資するものでございます。 

 次に、日本一の環境教育「水俣に学ぶ肥後

っ子」推進事業でございます。 

 本事業は、水俣病についての正しい理解を

図り、環境保全活動や環境問題の解決に意欲

的にかかわろうとする態度や能力の育成を図

るため、県内全ての公立小学校の５年生を水

俣に派遣するものでございます。 

 次に、道徳教育総合支援事業でございま

す。 

 本事業は、本県独自の道徳教育用郷土資料

「熊本の心」の活用を進めるため、推進校を

指定し、活用に向けた研究成果の普及を図る

とともに、道徳教育推進教師の研修会を開催

し、本県における道徳教育の推進を図るもの

です。 

 続きまして、34ページをお願いいたしま

す。 

 「かがやけ！肥後っ子」事業でございま

す。 

 本事業は、本県の就学前教育の基本方針を

示す「肥後っ子かがやきプラン」に基づき、

子供をたくましく心豊かに育む環境づくりを

推進するための事業でございます。 

 事業内容に記載の各種研修等を実施し、関

係機関の連携を深めるとともに、幼稚園等に

おける教育、保育の充実を図ってまいりま

す。 

 続きまして、説明資料の35ページをお願い

いたします。 

 新規事業の学級経営等支援員配置事業でご

ざいます。 

 本事業は、うまく機能しない状況の学級等

を有する小中学校に対して、学級経営等の支

援体制の充実を図る事業です。学級経営等支

援員を派遣し、児童生徒への対応及び担任へ

の指導、助言などを行ってまいります。 

 次に、いじめ・不登校対策総合推進事業で

ございます。 

 本事業は、いじめや不登校等の問題行動の

積極的予防及び解消を図るため、教育相談体

制の充実を図る事業でございます。スクール

カウンセラーや学校支援アドバイザーを、引

き続き学校や教育事務所等に配置してまいり

ます。 

 最後に、子どもたちの未来を拓く教育環境

改善事業でございます。 

 本事業は、学校だけでは解決が困難な家庭

環境等に起因する不登校等の問題の解決を図

るための事業でございます。教育、福祉、医

療等の関係機関と連携を図り、本人の課題に

対処する力を高めていくためのシステムづく

りを行うスクールソーシャルワーカーを、引

き続き各教育事務所等に配置し、子供を取り

巻く環境の改善に努めてまいります。 

 義務教育課は以上です。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○栗原特別支援教育課長 特別支援教育課の

栗原でございます。着座にて御説明させてい

ただきます。 

 説明資料の36ページをお願いいたします。 

 上段の特別支援教育総合推進事業について

御説明をいたします。 

 事業目的は、障害のある児童生徒への支援

に係る体制整備、教員の専門性向上などの取

り組みを通じまして、特別支援教育の総合的

な推進を図るものでございます。 

 事業内容は、１の県あるいは教育事務所そ

れぞれの連携のための会議や特別支援学校や

高等学校間の連携のための会議を実施した



第２回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成26年４月25日) 

 

 - 12 - 

り、２の教員の専門性向上のために、セミナ

ー等の研修を実施したりするものでございま

す。 

 次に、下段の発達障がい支援事業を御説明

いたします。 

 事業目的は、急増している発達障害のある

児童生徒への対応として、小中学校、高等学

校それぞれにおける支援体制の充実や専門性

の向上を図り、社会的自立を支援するもので

ございます。 

 事業内容は、１の高等学校支援事業は、専

門家を高等学校へ派遣しての研修実施や教員

が先進校などへ視察研修を行うものです。 

 ２と４につきましては、管理職向けの研修

及び特別支援学級を初めて担当する者に対す

る研修を実施するものでございます。 

 ３のインクルーシブ教育システム構築モデ

ルスクールは、国の委託事業でして、平成25

年度から、鹿本農業高等学校をモデル校とし

て、支援方法などについて引き続き研究を行

うものです。 

 ５は、今年度から初めての取り組みとなる

高等学校への特別支援教育支援員の配置でご

ざいます。県立高等学校５校に１人ずつ配置

しまして、学校生活上の介助や学習活動上の

支援を行うものでございます。 

 次に、37ページをお願いいたします。 

 上段の特別支援教育充実事業を御説明しま

す。 

 事業目的は、特別支援学校の教育の充実と

特別支援学校が担うセンター的機能の充実、

推進を図るものでございます。 

 事業内容は、１の(1)特別支援学校の専門

性向上のための諸会議や、(2)国の委託事業

となります、言語聴覚士など外部人材を活用

したセンター的機能充実事業などを実施する

ものです。 

 また、２の特別支援学校への就学、進学に

関する事業として、市町村教育委員会への就

学に関する指導、助言等を実施するものでご

ざいます。 

 次に、下段の特別支援学校キャリアサポー

ト事業を御説明します。 

 事業目的は、特別支援学校の生徒に対する

就職支援を行うとともに、就職後の早期離職

防止を図るため、キャリアサポーター３人を

特別支援学校に配置するものです。 

 次に、38ページをお願いいたします。 

 上段のほほえみスクールライフ支援事業を

御説明します。 

 事業目的は、医療的ケアが必要な児童生徒

の安心、安全な学習環境整備と保護者の負担

軽減のため、特別支援学校に看護師を配置

し、医療的ケアを行うとともに、教員が看護

師と連携して医療的ケアの一部を行うための

研修を実施するものでございます。 

 事業内容の１に記載のとおり、今年度は、

特別支援学校８校に16人の看護師を配置して

医療的ケアを行う予定です。 

 ４は、平成25年度から開始しました人工呼

吸器看護師派遣補助でございます。人工呼吸

器を装着して特別支援学校に登校しています

児童生徒に付き添う保護者の負担軽減のた

め、保護者が訪問看護ステーションと契約を

行い、学校に看護師を派遣する訪問看護ステ

ーションに対しまして補助を行うものでござ

います。 

 次に、下段、新規事業の特別支援学校施設

整備実施計画策定事業を御説明いたします。 

 事業目的は、平成23年度に策定しました県

立特別支援学校整備計画を踏まえて、有識者

等による検討会を開催し、施設整備に係る具

体的な実施計画を策定するものです。 

 事業内容は、学識者等７名で構成された検

討会において、熊本市及びその周辺の特別支

援学校の整備並びに軽度知的障害を対象とし

た高等支援学校の整備について検討するもの

でございます。 

 最後に、39ページをお願いいたします。 

 新規事業といたしまして、本年４月に開校
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いたしました熊本かがやきの森支援学校運営

費を御説明いたします。 

 熊本かがやきの森支援学校は、重度重複障

害のある児童生徒のための新たな特別支援学

校で、全国的にも専門性の高い学校として期

待されております。今回、新校初年度の運営

費等でございます。 

 特別支援教育課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○池田人権同和教育課長 人権同和教育課の

池田でございます。着座にて説明させていた

だきます。 

 説明資料の40ページをお願いいたします。 

 各種人権教育研修事業でございますが、こ

の事業は、学校教育におきまして、人権教育

推進に中心的にかかわります各学校の管理職

や人権教育主任等を対象として、さまざまな

人権問題についての認識を深め、実践的な指

導力の向上を図るために、各種研修を実施す

るものでございます。 

 具体的には、１から４の研修会等を予定し

ております。 

 人権同和教育課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○平田体育保健課長 体育保健課・平田でご

ざいます。着座にて説明させていただきま

す。 

 41ページをお願いいたします。 

 上段の歯・口の健康づくり推進事業でござ

います。 

 本事業は、平成22年度に制定された熊本県

歯及び口腔の健康づくり推進条例に基づき、

健康福祉部等と連携し、平成26年度に、フッ

化物洗口の全小中学校実施に向け、市町村及

び学校への指導、助言を行い、児童生徒の

歯、口の健康づくりを推進するために行う事

業でございます。 

 事業内容は、昨年度、全市町村訪問を行

い、市町村長や教育長等にフッ化物洗口の有

効性や安全性の説明及び協力を依頼した結

果、今年度中に全ての市町村で実施に向けた

具体的な動きを行うこととされているところ

であり、今後は、実施する上での課題を抱え

た市町村へ指導訪問及び支援を行ってまいる

ものでございます。 

 下段の防災教育推進事業でございます。 

 本事業は、本県の学校における防災教育の

現状について理解するとともに、地域、保護

者と連携した防災教育のあり方についての研

修を深め、県下全域の防災教育の充実を図る

ものでございます。 

 事業内容として、防災教育の指導に関する

指導資料の作成と防災教育に関する研修への

参加、復講を計画しております。 

 次に、42ページをお願いいたします。 

 新規事業の適正で魅力ある運動部活動推進

事業でございます。 

 本事業は、運動部活動における勝利至上主

義、指導の過熱化及び不適切な指導等の課題

解決を図り、適正で魅力ある運動部活動を推

進するものでございます。 

 事業内容は、運動部活動及びスポーツ活動

のあり方検討委員会から出されました提言

を、各市町村教育委員会や各学校等に広くお

示ししますとともに、意見を集約し、提言と

意見も踏まえた上で、県教育委員会の方針を

決定し、関係機関、団体に周知を図るもので

ございます。 

 また、適正で魅力ある運動部活動を推進す

るために、管理職研修会を行ってまいりま

す。 

 次に、43ページをお願いいたします。 

 九州地区国民体育大会における開催費補助

でございます。 

 本事業は、平成26年度に本県において開催

されます国民体育大会九州ブロック大会への

開催費補助を行い、本県を含めた九州地域の

各県民のスポーツに対する関心を高め、スポ
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ーツの振興を図る事業でございます。 

 事業内容としましては、国民体育大会九州

ブロック大会は、夏季、秋季、冬季の３時期

に開催され、夏季は９競技、秋季23競技、冬

季１競技を行うものでございます。 

 次に、44ページをお願いいたします。 

 新規事業の2020東京オリンピック選手育成

事業でございます。 

 本事業は、2020年の東京オリンピック・パ

ラリンピックの開催に向けて、オリンピック

出場可能性のある県内選手を集中的に育成強

化し、多くの出場者を生み出すことを目指

し、本県のスポーツの振興を図るものでござ

います。 

 事業内容は、オリンピック正式競技28競技

から選手40人を選出し、所属する各競技団体

へ助成を行い、各競技団体においては、医科

学分野を取り入れた先進的トレーニング、国

内外への合宿遠征等を実施するものでござい

ます。 

 次に、45ページをお願いいたします。 

 県営体育施設管理費でございます。 

 本事業は、県営体育施設において、利用者

の視点に立った効果的、効率的な管理運営、

満足度の高いサービスの提供及び財政負担の

軽減等を図るため、指定管理者制度を平成18

年度から導入しており、そのための管理運営

費等でございます。 

 最後に、46ページをお願いいたします。 

 県立総合体育館改修整備事業でございま

す。 

 本事業は、本県の中核スポーツ施設である

県立総合体育館の利用促進及びプロスポーツ

等の観戦増を通じたスポーツ振興に向けて、

大体育室の座席改修及び老朽化した施設設備

等の改修を行う事業でございます。 

 事業内容は、大体育室の安全対策等とし

て、座席改修と内装改修を行い、施設設備の

老朽化対策として、空調設備やプールろ過設

備等の改修を行うものでございます。 

 今後、入札手続を行い、６月から７月に入

札契約、７月から来年３月までの工事期間を

予定しております。 

 なお、大体育室は、９月16日から閉鎖する

予定としております。 

 体育保健課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○増永慎一郎委員長 教育委員会の説明が終

わりましたので、５分間休憩をとります。よ

ろしくお願いします。 

  午後３時２分休憩 

――――――――――――――― 

  午後３時９分開議 

○増永慎一郎委員長 それでは、委員会を再

開いたします。 

 非常に室温が高くなっておりますので、上

着を脱いで構いませんので、よろしくお願い

します。 

 それでは、続いて、警察本部から説明をお

願いいたします。 

 まず、田中警察本部長。 

 

○田中警察本部長 本年４月３日付をもちま

して熊本県警察本部長を命ぜられました田中

でございます。 

 委員の皆様方には、平素から、警察行政の

各般にわたり、深い御理解と温かい御支援を

いただいております。まずもって心から御礼

を申し上げます。 

 また、増永委員長、甲斐副委員長におかれ

ましては、大変お忙しい中、さきの県警察学

校の入校式、卒業式に御臨席いただきまし

た。まことにありがとうございました。重ね

て御礼を申し上げます。それでは、座らせて

いただきます。 

 本日は、本年度初めての委員会でございま

すので、私から、治安対策の推進状況と今後

の県警察の基本的な取り組みについて、その

概略を説明させていただきます。 
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 なお、各部門の業務概況及び主要事業につ

きましては、後ほど担当部長から説明させて

いただきます。 

 県警察では、平成15年に刑法犯認知件数が

過去最多を記録したことを機に、犯罪や事故

の増加に歯どめをかけ、安全で安心して暮ら

せる熊本県を実現するための治安計画を策定

し、平成16年からこれに取り組んでまいりま

した。 

 その結果、昨年は、刑法犯認知件数がピー

ク時の半数以下、交通事故の死者数がピーク

時の約３割にまで減少するなど、数字の上で

は、治安回復の兆しが見られるところであり

ます。 

 しかしながら、県内では、女性、子供を狙

った性犯罪や、強盗、殺人などの重要犯罪に

発展するおそれがある空き巣、忍び込み等の

侵入盗のほか、高齢者の交通死亡事故が多発

しており、県民の治安に対する不安感の解消

はいまだ道半ばであります。 

 加えて、全国的には、サイバー空間におけ

る犯罪や恋愛感情のもつれに起因する凶悪犯

罪が発生しており、この種事案に対する警察

の対処能力のさらなる向上が急務となってお

ります。 

 こうした中、治安改善の歩みをより確実な

ものとするため、これまでの治安計画を継承

しつつ、昨年９月に実施した体感治安に対す

る県民の意識調査の結果等を踏まえて、計画

の見直しを図り、新たな課題への対応を盛り

込んだ上、県民の期待と信頼に応える強い警

察による安全・安心なくまもとを目指してを

基本理念とする、今後２年間の県警察の総合

治安計画である「安全・安心くまもと」実現

計画2014を策定いたしました。説明資料の５

ページでございます。 

 実現計画2014では、日々発生する犯罪の被

害を食いとめて検挙し、治安上の脅威に迅速

かつ的確に対処する積極的な警察活動を展開

するために、安全、安心を体感できる犯罪抑

止、交通死傷事故の抑止、県民生活を脅かす

犯罪の検挙の３つの基本目標を掲げておりま

す。 

 さらに、８つの重点項目を設け、県民の体

感治安を左右する要因に目を向けたきめ細か

な各種治安対策を推進することとしておりま

す。 

 県警察では、本年１月から、この計画にの

っとり、組織一丸となった取り組みを推進し

ているところであり、３月末時点での数値で

はありますが、犯罪の抑止に関しては、刑法

犯認知件数が、10年連続で減少した前年に引

き続き減少しており、交通事故死傷者数につ

きましても、死者数、負傷者数ともに前年同

期と比べ減少いたしております。また、犯罪

の検挙に関しても、前年同期比で検挙率が9.

9ポイント向上しており、一定の成果をおさ

めております。 

 なお、最後になりましたが、現在、高病原

性鳥インフルエンザについては、県警察とい

たしましても、知事部局と連携しながら適切

に対応しているところであります。 

 以上のとおり、県警察では、今後とも県民

の期待と信頼に応えることができるよう、全

力を挙げて安全で安心なくまもとの実現を目

指す所存でありますので、委員の皆様方に

は、多方面にわたる御理解と御支援を賜りま

すようお願い申し上げまして、私の説明とさ

せていただきます。 

 

○黒川警務部長 警務部長の黒川でございま

す。改めまして、よろしくお願いいたしま

す。 

 私からは、お手元の県警察の説明資料に沿

って、県警察の概要及び警務部の主な業務を

御説明いたします。 

 まず、資料２ページをごらんください。 

 第１は、県警察の組織です。 

 まず、公安委員会ですが、公安委員会は、

知事の所轄のもとに置かれ、県警察を管理し
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ています。なお、平成24年４月に熊本市が政

令市に移行したことに伴い、従来の３名から

２名ふえ、５名体制となっております。 

 次に、県警察の組織です。 

 熊本県警察は、警察庁、警察本部長のも

と、５つの部で構成する警察本部、熊本市警

察部、警察学校及び23の警察署で構成されて

います。 

 なお、本年春、新たに生活安全部の所属と

してサイバー犯罪対策課を設置し、本部の所

属は33所属となりました。 

 警務部は、この図の左側にありますとお

り、総務課を初めとする９つの課で県警察の

管理部門を担当しております。また、図の右

端のほうでございますけれども、熊本市とあ

りますが、これは熊本市警察部のことであ

り、熊本市が政令市に移行したことに伴い、

警察法の規定に基づき、平成24年４月に新た

に設置したものです。 

 なお、熊本市警察部長は、本職が兼務をし

ております。 

 次に、３ページです。 

 職員の定数ですが、本県は、平成14年度か

ら平成25年度にかけて、知事を初め県議会議

員の皆様の御理解と御支援により、合計292

人の警察官が増員され、現在、警察官3,067

人、一般職員421人の合計3,488人となってい

ます。 

 その下のグラフは、警察官１人当たりの人

口です。本県の警察官１人当たりの人口は60

8人で、増員されたとはいえ、依然として九

州では人口当たりの警察官の数が最も少ない

状態となっております。 

 次に、４ページをごらんください。 

 警察職員の年齢構成ですが、特に、左側の

警察官のグラフのとおり、20代から30代前半

と50代の比率が高く、年齢構成が二極化して

おります。 

 続きまして、第２の運営方針、第３の「安

全・安心くまもと」実現計画2014につきまし

ては、先ほど本部長から説明をしたとおりで

ございます。 

 次に、６ページをごらんください。 

 第４、情報公開の推進についてでありま

す。 

 警察行政の透明性を確保するため、資料の

とおり、情報公開の実施機関として積極的な

情報公開を行っております。 

 第５は、犯罪被害者支援の充実強化です。 

 警察は、捜査活動において、犯罪被害者等

と密接にかかわる機関として、被害者支援関

連施策の充実強化に努めています。また、性

犯罪被害者等の負担軽減のため、被害直後か

ら、警察の支援担当者による捜査の際の支

援、カウンセリング等の心理的支援、医療関

係者による支援、民間の被害者支援団体によ

る支援など、さまざまな分野の支援を可能な

限り１カ所で受けられるよう、ワンストップ

支援センターの設置に向けた取り組みなどを

推進しています。 

 第６は、警察安全相談業務の推進です。 

 県民の方々から警察に対する各種の相談に

対してより的確に対応するため、本年３月、

担当部署を生活安全部から警務部に移すとと

もに、全警察署の総務課における相談受け付

け業務の体制を強化しております。 

 次に、８ページをお開きください。 

 第７、大量退職・大量採用時代への対応で

ございます。 

 当県では、平成32年ごろまでに毎年80人以

上の定年退職者が見込まれる状況です。優秀

な人材の採用に努めているほか、本年度は、

退職した警察官や警察職員29人を再雇用いた

しました。さらに、９人の退職警察官を捜査

実務指導伝承官として非常勤で再雇用し、若

手職員に対する捜査技能などの伝承に努めて

います。 

 次に、11ページをごらんください。 

 第８、警察の予算についてでございます。 

 本年度の警察費当初予算は、総額365億7,0
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00万円であり、その約８割が人件費でありま

す。また、県予算に占める割合は５％となっ

ております。 

 第９、警察施設の現状についてでございま

す。 

 宿舎も含めまして耐用年数を経過した警察

施設が多く、その老朽化が課題となっており

ます。県民の安全、安心のよりどころとなる

警察施設の整備については、的確に対処して

いかなければならない課題だと考えておりま

す。 

 次に、12ページをごらんください。 

 第10、留置情勢等についてでございます

が、現在、９つの警察署の留置施設に加え、

昨年新築した熊本東警察署の庁舎内に警察本

部直轄の留置施設を設けており、運用してお

ります。したがいまして、合計10カ所の留置

施設において被疑者を恒常的に留置しており

ます。 

 なお、お手元に「安全・安心くまもと」実

現計画2014の冊子のリーフレット、それから

広報冊子「熊本のまもり」をお配りしており

ます。後ほどごらんいただけたら幸いでござ

います。 

 警務部からは以上でございます。 

 

○佐藤生活安全部長 生活安全部長の佐藤で

ございます。よろしくお願いいたします。着

座で説明をさせていただきます。 

 生活安全部には、生活安全企画課、少年

課、生活環境課、サイバー犯罪対策課、地域

課及び通信指令課の６つの課があり、犯罪の

抑止、少年の健全育成、悪質商法であります

とか、サイバー犯罪等の取り締まり、交番、

駐在所を拠点とした初動的な警察活動等の業

務を推進しております。 

 その主な業務概況につきまして、お手持ち

の資料に基づき、御説明をいたします。 

 それでは、資料13ページをごらんくださ

い。 

 第１は、犯罪の起きにくい社会づくりの推

進についてであります。 

 まず、１の県下の犯罪情勢についてです

が、昨年の刑法犯の認知件数は１万2,836件

で、前年に比べまして2.0％の減少、平成16

年以降で見ますと、10年連続で減少をしてお

ります。 

 また、本年３月末現在では、認知が2,445

件で、前年同期に比べまして378件、15.5％

の減少となっております。その傾向は続いて

いるところでございます。 

 今後も、２に掲げております「安全・安心

くまもと」実現計画2014に基づいた各項目を

着実に推進し、犯罪の起きにくい社会づくり

の推進に努めてまいります。 

 また、資料15ページの項目３にあります特

殊詐欺被害防止アドバイザーでありますが、

振り込め詐欺など特殊詐欺の被害を防止する

ために、本年の４月、警察ＯＢ２人を警察本

部生活安全企画課に配置したものでありま

す。 

 特殊詐欺事件の捜査現場等で押さえました

押収名簿登載者に対します防犯指導や高齢者

等を対象とする防犯講話、特殊詐欺被害防止

キャンペーン等を行うものであります。 

 次は、資料17ページの第２、ストーカー・

ＤＶ対策についてであります。 

 県内のストーカー、ＤＶ等の認知件数は高

水準で推移をしており、法令違反でも多数検

挙をしております。この種、恋愛感情等のも

つれに起因する暴力的事案を初めとします人

身の安全を早急に確保する必要がある事案に

ついては、事態が急展開をして、生命にかか

わる重大事件へ発展するおそれが極めて高い

ことから、本年の３月、警察本部生活安全企

画課内のストーカー・ＤＶ対策室を発展解消

いたしまして、人身安全関連事案対策室を設

置し、認知の初期の段階から警察本部が関与

して、被害者の安全確保のため、最も効果的

な対処を行っているところでございます。 
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 今後も、個々具体的に危険度を見きわめた

上で、被害者等の保護対策を最優先としたき

め細かな対応と被害者等の避難措置、行為者

の検挙、警告等を行いまして、被害者及びそ

の親族等の安全確保に努めてまいります。 

 次は、資料19ページの第３、子供を犯罪か

ら守り育てる社会の実現についてでありま

す。 

 まず、非行情勢でありますけれども、資料

にありますとおり、昨年の刑法犯少年の検

挙・補導人員は935人で、前年に比べまして1

20人、11.4％減少しましたが、万引きなどの

初発型非行が高原状態で推移するとともに、

再非行率が高く、警察で検挙、補導した少年

の３人に１人が再び非行に走っている現状に

あります。一方、インターネットを利用し

て、児童買春等の福祉犯被害に遭う少年も後

を絶たない状況にあります。 

 このような情勢を踏まえまして、児童買

春、児童ポルノ事犯等の取り締まりを強化す

るとともに、規範意識を醸成するための非行

防止教室を開催し、子供を犯罪から守り育て

る社会の実現に努めてまいります。 

 次は、資料21ページの第４、生活経済・生

活環境・風俗事犯の検挙状況についてであり

ます。 

 悪質商法や闇金融などの生活経済事犯、廃

棄物の不法投棄などの生活環境事犯、売春、

賭博などの風俗事犯は、世相を反映しながら

次々と態様を変化させ、その手口は、悪質巧

妙、広域化傾向にあります。 

 昨年は、カジノ、宝石採掘事業への出資名

目による広域・多額利殖勧誘組織的詐欺事

件、無許可でヘリコプターの遊覧飛行事業を

行った航空法違反事件、正規のゲーム店を仮

装し、ポーカーゲーム機を使用した常習賭博

事件など、県民の関心を集め、社会的反響も

大きい事件を検挙しております。 

 今後も、県民の目線に立ち、県民生活を脅

かす犯罪の取り締まりを推進し、安全、安心

な社会の実現に努めてまいります。 

 次は、資料24ページの第５、サイバー犯罪

の検挙状況等についてであります。 

 昨年のサイバー犯罪の検挙数は100件で、

前年に比べ30件、23.1％減少しております

が、中国人グループによる詐欺サイトを舞台

とした組織的な詐欺等事件やファイル共有ソ

フトを利用した著作権法違反事件、オンライ

ンゲームでの不正アクセス禁止法違反事件な

ど、県民生活に身近なネット空間におけるサ

イバー犯罪を検挙しております。 

 一方、サイバー関係相談件数は年々増加傾

向にあり、内容的には、サイト利用料金を請

求する、いわゆる架空請求、不当要求に関す

る相談が多くなっております。 

 県警では、本年の３月、サイバー犯罪対策

課を新設し、サイバー犯罪に対する取り組み

を一層強化することとしました。今後も、県

民の目線に立ち、ますます高度化、複雑化す

るサイバー犯罪に適切に対処し、サイバー空

間の安全確保に努めてまいります。 

 次は、資料26ページの第６、地域警察活動

についてであります。 

 警察官は、全警察官の３分の１、約1,000

人体制で、あらゆる警察事象に24時間即応す

る初動活動等に当たっております。その活動

拠点が、58カ所の交番、116カ所の駐在所等

でありますが、手狭で老朽化するなど、地域

の安全、安心の拠点としての機能に問題があ

るものも多く、限られた予算の中で建てかえ

に苦慮しているところでもございます。 

 また、大量退職・採用により、全地域警察

官の約46％が30歳未満となっており、組織を

挙げてその育成に努めているところでありま

す。 

 また、パトロールを強化してほしい、ある

いは、いつも交番にいてほしいという県民の

要望等に応えていくために、平成５年から交

番相談員制度を導入し、現在県内の54交番に

76人を配置しているところでございます。 



第２回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成26年４月25日) 

 

 - 19 - 

 今後とも、県民の利便性の向上と地域警察

官の街頭活動の強化等に一層努めてまいりま

す。 

 最後に、資料28ページの第７、通信指令業

務についてであります。 

 通信指令課は、県下一円の110番通報の受

理と指令業務を行っており、昨年は、前年に

比べまして2,105件の増加をしました。総数

で12万7,830件の110番を受理しております。 

 また、初動警察活動を強化するため、昨年

の４月１日から新通信指令システムの運用を

開始し、パトカーの位置情報や現場の映像を

送信できる、いわゆるカーロケを搭載した車

両の増強、それを表示する大型画面を設置す

るなど、110番センターを高機能化しており

ます。 

 また、航空隊で運用しておりますヘリコプ

ターにつきましては、撮影をした映像を警察

本部等に送信するヘリコプターテレビシステ

ムを備え、昨年10月、第33回全国豊かな海づ

くり大会では、天皇皇后両陛下の御順路等を

中継し、警衛警備活動に反映させるなど、ま

さに県民を守る空の目として機動力を生かし

た活動を展開しております。 

 今後、新システムと交番パトカー、ヘリコ

プターを連動させました陸空一体となった警

察活動を行うことで、重要犯罪等の検挙に努

めてまいりたいと思います。 

 以上で生活安全部の説明を終わります。 

 

○池部刑事部長 刑事部長の池部です。 

 それでは、刑事部関係について御説明をい

たします。 

 資料30ページをお願いいたします。 

 第１の刑法犯の状況につきましては、資料

記載のとおり、刑法犯の認知件数は年々減少

しておりますが、同様に、検挙件数・人員に

つきましても減少をいたしております。 

 次に、32ページをお願いします。 

 第３の重要犯罪につきましては、昨年中は

144件を認知し、107件を検挙いたしておりま

す。昨年中の主な検挙事件は、下の33ページ

に列記しておりますが、社会的に耳目を引く

凶悪な事件につきましては、いずれも、県民

の皆様の御協力により、犯人を検挙、解決す

ることができました。 

 刑法犯認知件数が減少する中、殺人や強盗

等の凶悪事件や女性や子供が被害者となる事

件が依然として後を絶たない状況で、これら

県民生活を脅かす犯罪につきましては、その

兆しがあれば迅速な初動捜査を展開し、ま

ず、県民の生命、身体の安全の確保を最優先

に被害の未然防止を図るとともに、いち早く

犯人を検挙して、被害の再発、あるいは拡大

の防止に最善を尽くしてまいります。 

 次に、２枚めくっていただき、36ページを

お願いします。 

 知能犯事件のうち、特に社会問題となって

おります２の特殊詐欺事件の認知・検挙状況

につきましては、全国的に被害が増加する

中、昨年は、本県における認知件数、被害額

はともに減少いたしております。 

 県警では、昨年中、特殊詐欺事件で31件６

人、通帳詐欺等の助長犯で54件47人を検挙い

たしましたが、特殊詐欺事件は、被害が広域

にわたり、また摘発が詐欺グループの中枢に

なかなか及びにくい典型的な組織犯罪であり

まして、今後とも全国警察と緊密な連携をと

りながら、事件の徹底検挙を図るとともに、

被害の未然防止にも取り組んでまいります。 

 次に、38ページをお願いします。 

 第６、組織犯罪対策のうちの１、暴力団対

策でございますが、県内の暴力団は29組織

で、構成員約850人を把握しております。本

県の特徴といたしましては、山口組と道仁会

の２つの組織が二極化しているということで

すけれども、下の39ページの中ほどから40ペ

ージにかけて書いておりますように、道仁会

と浪川睦会、この浪川睦会とは、もとの九州

誠道会が名称を変更したものでありますけれ
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ども、現在も対立抗争状態を継続中であり、

この両組織につきましては、平成24年12月、

暴力団対策法に基づき、特定抗争指定暴力団

等に指定し、特に抗争事件の発生するおそれ

が高いと認められる県内16の市と町を警戒区

域に設定して、これまで指定の期間を更新し

ながら、対立抗争の封圧と取り締まりの徹底

を図っているところでございます。 

 最後に、42ページをお願いいたします。 

 (4)の暴力団対策法及び熊本県暴力団排除

条例の効果的運用による暴力団排除対策につ

いてであります。 

 暴力団を弱体化、壊滅するためには、取り

締まりとあわせて、暴力団を社会から排除し

ていく、つまり暴力団の生活空間をなくして

いくという活動を強力に推進していくことが

何より不可欠であります。 

 このため、県警では、引き続き暴力団の動

向を確実に掌握するとともに、暴力団対策法

や県の暴力団排除条例等を効果的かつ積極的

に適用して、暴力団の壊滅に向けた取り締ま

りや官民一体となった暴力団排除活動を強力

に推進していくこととしております。 

 以上でございますが、刑事部では、県民の

安全を確保し、県民の皆様がより一層安心を

実感していただけるよう、最善を尽くして犯

罪捜査に取り組んでまいる所存でございま

す。 

 以上です。 

 

○木庭交通部長 交通部長の木庭でございま

す。交通部関係の業務概要につきまして、着

座にて説明させていただきます。 

 まず初めは、県下の交通環境の推移につい

てであります。 

 49ページをお願いいたします。 

 県下の運転免許人口、車両台数、道路延長

距離につきましては、ほぼ横ばいで推移して

おりますけれども、高齢者人口、あるいは高

齢者の運転免許保有者数は年々増加してお

り、高齢者の交通事故防止対策がより一層重

要性を増しているところであります。 

 次に、交通事故の発生状況であります。50

ページをお願いいたします。 

 人身交通事故の発生件数は７年連続で、負

傷者数は９年連続で減少しましたが、死者数

につきましては、ほぼ横ばいで推移してお

り、昨年は、一昨年と同数の82人でありまし

た。 

 51ページに昨年発生しました死亡事故の特

徴を記載しておりますが、死者の年齢層別で

は、高齢者が全体の半数以上を占めており、

また、状態別では、歩行中、自動車乗車中、

二輪車乗車中、自転車乗用中の順となってお

ります。 

 続きまして、交通事故防止対策の関係につ

きまして説明させていただきます。54ページ

をお願いいたします。 

 現在、重点対策としまして、高齢者の交通

安全の確保、歩行者の保護意識の醸成、自転

車の安全利用の推進など、記載しております

５本の柱を中心とした対策に取り組んでおり

ます。 

 中でも、(2)の歩行者の保護意識の醸成に

関しましては、昨年６月から、横断歩道をと

まって渡す、思いやりキャンペーンというも

のを推進中であります。これは熊本県交通安

全推進連盟の主唱により県民運動として取り

組んでいるものであり、横断歩道に関する交

通ルールの周知徹底を図りますとともに、車

の運転者、歩行者ともに、手を前に出し合っ

て合図し合うことにより、思いやりの気持ち

を伝え合おうというものでありまして、こう

いった運動を通じまして、歩行者の死亡事故

抑止を図っていきたいと考えております。 

 また、死亡事故を抑止する上で最も重要な

高齢者対策につきましては、55ページに記載

しておりますとおり、道路の安全な横断の方

法を疑似体験していただく歩行者教育システ

ム事業、身体機能の低下を自覚していただい
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た上で安全な運転を指導する高齢ドライバー

サポート事業等に取り組んでいるほか、運転

に自信がなくなった高齢ドライバーの方に対

しましては、運転免許を積極的に返納してい

ただくような働きかけなども推進していると

ころであります。 

 あわせまして、(2)に記載しております

が、高齢者の方の利用が多い病院、あるいは

大規模商店等にサポーターが出向きまして、

居合わせた高齢者お一人お一人にお声をかけ

て、交通安全のワンポイントアドバイス等を

行いますいきいき安全サポート事業、これ

は、昨年は緊急雇用創出基金で行った事業で

ありますけれども、本年度は、県単独予算に

よる新規事業として開始することとしており

ます。 

 次に、56ページの３、自転車対策の推進に

ついてであります。 

 重点地区、路線を指定し、現場での指導や

悪質違反の取り締まりを強化しますととも

に、中高校生のルール違反に対しましては、

現場で指導した結果を熊本県や市の教育委員

会を通じて各中学、高校に対して情報提供

し、各学校におきましても、必要な指導を行

っていただくなどの対策を推進しているとこ

ろであります。 

 次に、58ページの４、交通安全思想の普及

啓発活動であります。 

 それぞれの年齢層に応じた体系的な交通安

全教育を実施しているほか、関係機関、団体

と連携し、各種のチラシ、パンフレット、ポ

スター等を作成、配布するなどして、広報啓

発に努めております。 

 次に、同ページ下段の５、事業所に対する

安全運転管理であります。 

 安全運転管理者を選任している県内の事業

所に対しましては、事業活動に伴う交通事故

を防止するため、毎年度、道路交通法に規定

されました安全運転管理者等講習を実施して

おります。昨年度は、35回の講習を実施し、

6,313人の方に受講していただきました。 

 次に、59ページの６、悪質交通違反の取り

締まりであります。 

 県警では、飲酒運転、無免許運転など、交

通事故に直結する悪質、危険な違反に重点を

置いた取り締まりを推進しております。とり

わけ飲酒運転につきましては、徹底した取り

締まりを行いますとともに、飲酒運転の車に

同乗した者など、いわゆる周辺者三罪の取り

締まりも強化しており、また、道路交通法の

改正により、昨年12月から、無免許運転の者

に車両を提供した者及び無免許運転の車両に

同乗した者に対する罰則、いわゆる無免許運

転周辺者二罪が新設されましたので、その取

り締まりにつきましても強化しております。 

 次に、60ページの７、暴走族対策の推進に

ついてであります。 

 県民からの取り締まり要望が強い暴走族に

つきましては、あらゆる法令を適用し、徹底

した取り締まりを行いますとともに、中高校

生に対する暴走族加入阻止教室の開催など、

総合的な対策を推進しています。 

 次に、62ページの８、交通安全施設等の整

備についてであります。 

 昨年度は、社会資本整備重点計画に基づい

た安全対策、円滑化対策等によりまして、資

料記載のとおり、信号機や道路標識の整備等

を行っております。 

 本年度におきましても、同計画に基づく事

業等に加えまして、各種の予算を活用し、信

号機の新設15基、信号灯器のＬＥＤ化約3,00

0灯など、資料記載の整備を行うこととして

おります。 

 次に、63ページの第３のその他の１、一定

の病気等に係る運転者対策についてでありま

す。 

 てんかん等の一定の病気にかかっている方

に対する運転適性相談を確実に実施するた

め、相談窓口の周知徹底に努めますととも

に、運転免許の更新申請等に際しましては、
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その病状等を正確に申告していただくような

取り組みを推進しております。 

 また、本年６月に施行されます改正道路交

通法では、御自身の症状を申告していただく

質問票に虚偽の内容を記載した場合につきま

しては、罰則が適用されることとなりますの

で、こういった改正法の内容を周知徹底する

ことによりまして、その円滑な施行に努める

こととしております。 

 最後に、64ページの２、講習予備検査への

対応についてであります。これは、75歳以上

の方が運転免許を更新する場合に、高齢者講

習の前に、その方の記憶力、判断力の状態を

検査するもので、平成21年６月から実施して

おります。この検査結果に基づき、その後の

高齢者講習におきましては、個別具体的な指

導を行うなど、高齢運転者の交通事故防止に

向けた支援を行っているところであります。 

 交通部からは以上でございます。 

 

○潮崎警備部長 警備部長の潮崎です。警備

部の業務概況について御説明いたします。座

らせていただきます。 

 お手元の資料の65ページからごらんくださ

い。 

 第１は、大規模災害等緊急事態対策の強化

であります。 

 まず、平成25年中の自然災害の発生状況等

についてでありますが、25年中、本県では、

大雨洪水警報等の発令に伴いまして、警備第

二課長を長とする災害警備対策室を17回設置

しましたが、人的被害の発生はありませんで

した。 

 台風については、九州への上陸は１個、接

近は３個でありましたが、いずれも県内への

影響はありませんでした。 

 地震については、震度１以上を43回観測し

ておりますけれども、震度３以上の発生はな

く、地震に伴う被害はありませんでした。 

 また、ことしは、現在まで震度３以上の地

震が２回発生しておりますが、これも被害の

発生はありません。 

 阿蘇火山につきましては、昨年９月と12月

に、火山性地震の増加などによって、火口周

辺への立ち入りが規制されました。また、こ

としに入ってからは、１月から２月にかけて

小規模な噴火があったことから、立ち入りが

規制されておりますけれども、いずれも被害

は発生しておりません。 

 次に、対処態勢の強化につきましては、東

日本大震災への対応で得られました反省・教

訓事項を本県の災害対策に反映させるため、

平成23年12月に熊本県警察災害対策検討委員

会を設置して、各部門が組織横断的に危機管

理体制の見直しを継続して、実践的な訓練の

反復実施、装備資機材の整備等を進めており

ます。 

 装備資機材の整備につきましては、67ペー

ジをごらんください。 

 平成25年度予算で水害対策用資機材、災害

警備用資機材、災害用備蓄非常食などの購

入、職員参集システムの構築を行っておりま

す。 

 平成26年度当初予算では、引き続き装備資

機材の整備等を進めてまいります。 

 新型インフルエンザへの対応につきまして

は、一昨年に新型インフルエンザ等対策特別

措置法が公布されましたことを受け、国、県

が示した行動計画の改正を踏まえまして、本

県警察の行動計画の見直しを図りました。 

 第２は、国際テロに対する警備諸対策の推

進であります。68ページをごらんください。 

 テロをめぐる警備情勢ですが、我が国は、

アメリカの同盟国として、イスラム過激派か

らテロの標的と名指しされており、国内で、

いつテロが発生してもおかしくない情勢にあ

ります。昨年１月に、アルジェリアで日本人

10人を含む多数の外国人が犠牲となったイス

ラム過激派によるテロが発生し、改めて我が

国に対するテロの脅威が認識されたところで
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ありまして、国内でテロを発生させないため

に、警戒活動を初めとする警備諸対策を推進

しております。 

 また、最近では、外国が発信源と思われる

我が国の企業や政府機関に対するサイバー攻

撃も頻繁に発生しており、治安や経済への深

刻な影響も懸念されることから、県警では、

平成23年５月、金融機関など重要インフラ事

業者に呼びかけて、熊本県サイバーテロ対策

連絡協議会を設置するなど、サイバーテロ対

策を強化しております。 

 第３は、警備事件捜査の推進であります。

資料70ページをごらんください。 

 まず、右翼対策の推進です。 

 右翼の中には、暴力団まがいの違法行為を

行う者も多く見られ、資金獲得の目的で、企

業、自治体等に対する執拗な街宣活動を行っ

ております。街宣活動は、騒音被害や交通渋

滞など、平穏な市民生活を害するおそれもあ

り、さまざまな法令を適用して、違法行為の

取り締まりに努めております。 

 次に、不法滞在者対策の推進です。 

 我が国の不法滞在者は約５万9,000人と見

られ、さまざまな外国人犯罪の温床となって

おり、これらが形成するコミュニティーは、

テロリストに悪用される可能性も懸念される

ところであります。県警では、入国管理局と

の合同摘発など、関係機関と連携した取り締

まりを強化して、事件検挙に努めておりま

す。 

 過去５年間の県内における警備事件の検挙

状況については、71ページの表のとおりであ

ります。 

 今後も、県民の安心、安全を脅かす違法行

為については積極的に検挙に努めてまいる所

存です。 

 最後に、資料にはありませんけれども、４

月12日、多良木町の養鶏場で発生しました鳥

インフルエンザについてであります。 

 県警としましては、県警本部内に熊本県警

察鳥インフルエンザ対策本部を設置して、知

事部局と連携しながら、消毒ポイントにおけ

る固定・流動警戒を実施して、感染の拡大防

止を図っているところであります。 

 以上で警備部の業務概況についての説明を

終わります。 

 

○増永慎一郎委員長 以上で執行部の説明が

終了しましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 まず、先に教育委員会に係る質疑を受け、

その後、警察本部に係る質疑に移りたいと思

います。 

 それでは、教育委員会に係る質疑はござい

ませんか。 

 

○氷室雄一郎委員 教育長の説明の中に、教

諭の酒気帯び運転で検挙されたという、これ

は、前々日か何かが各先生方に誓約書を書か

せたか、出させたかという、その前日のお話

じゃなかったんですか、ちょっとその辺を。 

 

○山本学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 この件につきましては、３月６日の日に、

阿蘇の小学校の教頭、それから玉名のほうの

県立学校の教諭が飲酒運転で懲戒処分を受け

ましたことから、翌日、３月７日でしたが、

緊急の教育事務所長会議、それから県立学校

長会議を開きまして、その場で、３月中に新

しい資料に基づいて県飲酒運転防止の研修を

行うこと、それから飲酒運転をしないという

宣言書の提出を求めるということで、３月７

日の日に周知を図ったところでございます。

そういうことで、宣言書については、３月中

に全ての教職員のほうで提出をなされている

ということでございます。 

 ３月12日――４月の12日、土曜日でござい

ます。 
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○氷室雄一郎委員 ４月の12日にこれが起こ

った。じゃあ、この方、天草教育事務所管内

では、どういう形で宣言書というのを書いて

いただかにゃいかぬか、提出せないかぬかと

いう、何かもう前々日ぐらいで書いた後起こ

ったんじゃないか、どうなんですか、その辺

は。 

 

○山本学校人事課長 宣言書が書かれており

ますのは、３月中に書かれております。ちょ

っと日にちまでは記憶しておりませんが、３

月の中旬から下旬にかけて本人が署名して書

いているのを確認しております。 

 

○氷室雄一郎委員 それは、何か書類を配付

して書かせるものなのか、あるいは学校現場

で管理職あたりが一堂に集めて趣旨徹底をし

てそういうものを出させるものなのか、もう

個人個人に渡して、はい、この次までに出し

てくださいという形なのか、だから、こうい

うものを出させた後にすぐ起こるというの

は、なかなかこういうものが徹底されてない

んじゃないかと、私はそういう一般的な常識

で考えたんですけれども、その辺の徹底の仕

方がやっぱり曖昧だったか、あるいは不十分

だったかというものが指摘されても、恐らく

返答に困られると思うんですけれども、どう

せやられるのならば、きちっとした形でやっ

て、その趣旨徹底が進んでなかったからまた

こういうものが起こったという、何か課長が

謝られるのも大変、私も残念な気持ちなんで

す。その辺はどうなんですか。ただ渡して、

どうぞという形なのか、それとも趣旨徹底を

きちっとした上でこういう宣言書を出させら

れるのか、何か気軽な気持ちで書いて出した

ってこれは余り意味がないんじゃないかと思

うんですが、その辺はどうなんですか。 

 

○山本学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 この宣言書につきましては、まず、研修を

行いまして、十分飲酒運転の危険性ですと

か、行ってはならない、そういったことをし

っかり研修を行った上で、この宣言書の趣旨

も説明して提出をさせております。 

 本人が署名をして印鑑を打った下のほう

に、今度は、所属長も署名して公印を打っ

て、写しを本人に交付して、本人は、それを

机の上に挟んで、毎日しっかりそれを忘れな

いように見るような形で、原本はきちんと所

属で保管すると、そういう形で運用しており

ます。 

 

○氷室雄一郎委員 内容的には、私もよくわ

からない部分があるんですけれども、連続し

てこういう問題が起こっておりますので、ど

うせそこまで踏み込んだものをやられるとい

うことであれば、受ける側の職員の方々もや

っぱり真剣に受けとめていただかなければ、

また同じことを繰り返しても……。それはも

ちろん非常に難しい問題もありますけれど

も、徹底をやっぱり――私はぜひこれを機会

にもう一回やってほしいという要望をお伝え

しておきます。 

 

○溝口幸治委員 今の話ですけれども、大方

の教職員の方は、その宣言書に署名をされ

て、きちっとその宣言書どおりやっていると

いう事実もあるわけですよね。たまたまこの

１人がこういうことで検挙された方がいらっ

しゃいますが、これはこれとして反省すべき

ところがあるのかもしれませんが、大方の方

は、その宣言書どおりちゃんとやって、普通

の業務をこなしていらっしゃるという事実も

ありますので、起こした方については、きち

っともう最大限のというか、できる範囲の一

番厳しい罰則を与えるという姿勢で臨んでい

ただきたいと思います。 

 なおかつ、多くの方はちゃんとやっている

わけですから、これ以上この飲酒運転につい
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て過度な反応――ちゃんと次の日に支障が出

ないよう、捕まることがないような対応はし

てもらわなければなりませんが、さらにさら

に、どんどんそういうのを、過度な対応をし

ても、今実際に――もうこれ以上言いません

けれども、学校現場やＰＴＡの関係では、い

ろいろ弊害出ていますよね、学校の先生方が

なかなかおつき合いができにくくなったと

か、いろんな問題が出ていますので、あんま

り過度にならないように、これはやっぱり個

人の資質の問題もあると思いますので、その

辺は、きちっと分けて考えていただくように

要望しておきたいと思います。 

 

○田崎教育長 今、氷室先生、溝口先生から

御意見ございましたけれども、私も、今回の

３月の前回起こった後、各県立学校長、教育

事務所長集めまして、私の思いも伝えまし

た。各学校で、先ほど学校人事課長が説明し

たような研修、そして宣言書を出してくれ

と、二度とこういうことが起こらないように

してくれということをお願いし、かつ４月１

日付で各教職員全てに私の思いを伝えまし

た。この宣言書というのは大変重いものがあ

るんだということも伝えたんですけれども、

このようなことが起こって本当に申しわけな

く思っているところです。 

 そういうことで、さらに、まだ思いが伝わ

っていなかった部分があったと思いますの

で、この部分については、しっかりと各学校

にまた伝えていきたいというふうに思います

けれども、今、溝口先生おっしゃいましたよ

うに、この事件を起こした先生に対しては、

厳正に対応を今後してまいる所存でございま

す。どうか御理解をお願いしたいと思ってお

ります。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。 

 

○松田三郎委員 委員の松田でございます。

どうぞよろしくお願いします。 

 資料36ページ、特別支援教育課長にお尋ね

しますが、実は私、昨年度もこの委員会にお

りまして、昨年度の課長、高橋課長にも、高

校ではどうして特別支援学級がつくれないん

だろうかという話を、再三レクチャーをいた

だいてある程度理解はいたしました。そうい

う制約があるからこそ、本県においては、こ

こに、下段のほうですね、１から５まで、高

校に関してのいろいろな取り組み支援という

のも大分手厚くしていただいているんだろう

と思っております。 

 それで、まだこのモデル校の指定とかでき

ちっと出てない部分があるのかもしれません

が、高校の場合は、小学校、中学校と違っ

て、普通コースは、教科によって先生も変わ

るというような特殊性もあるでしょうから、

例えば、何か補助員をつけるとか、あるいは

それぞれの先生の研修等によって理解度とか

資質を高めていただくとか、幾つか方策はあ

るのかもしれませんが、大きな方向性とし

て、今検証できている範囲で結構でございま

すが、高校における発達障害のある生徒さん

に対する支援、大きなこの方向性というのを

幾つか教えていただければと思います。 

 

○栗原特別支援教育課長 特別支援教育課の

栗原でございます。 

 今先生から御質問がありました、高校に特

別支援学級等の設置等のところでございます

が、まずは、学校教育法には、学級を設置す

ることができるとございますが、特別な教育

課程の編成等ができない点、それから教員の

配置等についての根拠がないというようなと

ころで、現在のところ学級等の設置について

は非常に困難な状況があります。 

 そこで、本県としては、先ほど御説明した

とおり、36ページの資料のとおり、５校の高

等学校に教育支援員を配置して、まずは、子
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供たちが安心して、そして持てる力を発揮で

きるような支援員を配置いたしました。 

 今後の大きな方向性としては、今国として

のところでちょっと未確認でございますが、

個別の教育支援計画等の作成、活用、それか

ら中学校からの引き継ぎを十分に行いなが

ら、子供たちの力が高校に行っても伸ばせる

ようなところで、本県では、特別支援教育を

高校でも進めたいと今考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

 

○松田三郎委員 今おっしゃった新規の支援

員というのは、小学校、中学校でも我々聞く

ような、特別な資格を要しない人のことです

かね、支援員。 

 

○栗原特別支援教育課長 松田先生のおっし

ゃるとおり、この支援員の方につきまして

は、直接的な教科指導は行わず、小中学校で

配置されているような、授業の見守りであっ

たり、ノートテイクだったり、授業の移動介

助等を今行っていただいているところでござ

います。 

 

○松田三郎委員 わかりました。 

 最後、要望ですけれども、ちょうど中学校

の発達障害の子供さんを持たれる親の方か

ら、知的障害がないからぜひ高校に進学させ

たい、特別支援学校ではなくて、させたいけ

れども、どうしてもそういう不安があるとい

うような話を最近よく聞きますので、他県に

も私立学校で、おっしゃったような、法律と

か制度の制約はあるとはいえ、かなり特別支

援学級を設置したのと同じような効果を上げ

ている例があると聞いておりますので、そう

いう同じような学級はできないにしても、非

常に熊本県は教育委員会頑張っていただいて

おりますので、そういう事例もできるだけ取

り入れられるような、引き続き検討もお願い

したいと思います。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員 15ページの学校人事課、特

別支援学級支援加配についてですが、これ

は、松田委員の代表質問、それから自由民主

党の政審会でも議論になって、本年度から、

１学級５人いらっしゃって、３学年またがっ

たところには１人加配をしますという県独自

の対策ということで、非常に対応としてはあ

りがたいんだというふうに思います。 

 学校現場の状況ですが、これ、30校と決め

ましたよね。一応この３学年またがっている

ということで、要望があった学校というのは

どれぐらいあったのか、その中から30校に絞

ったわけですよね。そのあたりのちょっと数

字関係を教えてほしいんですが、というの

が、これ、もともと県独自でいくということ

で、相当、松田委員の代表質問も含め、財政

当局に働きかけて予算を獲得した経緯があり

ますね。皆さん方は、もっと緩やかにして、

たくさん特別支援の対応をやりたいと思って

いらっしゃるんだと思いますので、ことしは

これでスタートしたんだけれども、相当漏れ

た学校もあるんじゃないか、これに該当する

と思って申し込んでも採用されなかった学校

もあるんじゃないかというふうに推察します

ので、その辺の数字関係をちょっと教えてい

ただきたいと思います。 

 

○山本学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 御指摘のとおり、予算要求の段階でいろい

ろさせていただきましたけれども、結果的な

ことを申し上げますと、まず、県が所管して

いる小中学校のところでは、多学年、３学年

以上おいでになるところについては、全て配

置ができております。 

 

○溝口幸治委員 全て。 



第２回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成26年４月25日) 

 

 - 27 - 

 

○山本学校人事課長 はい。今回はですね。 

 熊本市さんのほうには、配置が全てはいか

なかったというところはございますけれど

も、県が所管しているところについては、全

て配置が今回はできたという状況にございま

す。 

 

○田崎教育長 今ちょっと学校人事課長申し

上げましたけれども、いわゆる要綱の中、う

ちがこれをつくった要綱の中には、一つの例

として３学年以上、多学年いる例、それと、

そのほかに、対応が難しいというようなこと

で、若干そのあたりについては３学年以上だ

けじゃないところも我々としては想定をした

ところでの30人でございます。 

 そういう意味で、たまたま３学年以上の分

はこの中ですくえましたけれども、ほかに、

やはり加配を、加配といいますか、自分の学

校にも困難な事例があるので、要望をしたい

というところはほかにもたくさんあった、そ

れはあります。 

 来年以降も、そういうことを踏まえなが

ら、しっかりと、これを増額できるのかどう

か、そこはまた厳しいところもあるかと思い

ますけれども、しっかり取り組んでいきたい

というふうに思っております。 

 

○松田三郎委員 ということは、確認ですけ

れども、この表現でいくと、指導が困難な学

級というのがあって、その例示の一つとし

て、人数はあれですけれども、３学年以上に

またがると。ほかにもあるわけでしょうか

ら、今度例えば要望を出されるときに、県の

教育委員会というのは、皆さんが思っている

以上に、市町村の教育委員会とか学校に対し

て威力がありますので、こがんと出したら怒

られんかなと思い悩まないような、きちっと

した、誰でももうわかるような基準――余り

抽象的な、一般的な、あるいは裁量があり過

ぎるような表現よりも、この場合は、どんど

ん出していただいて、ちょっと切るのも忍び

ない面はありますが、そういう基準をつくっ

ていただければと思います。関連しまして要

望します。 

 

○氷室雄一郎委員 私はちょっと何か急に感

じたところが１つあるんですが、35ページの

義務教育課ですけれども、この新規事業の中

で学級経営等支援員配置事業、いろんな配置

事業されとるんですけれども、うまく機能し

ていない状況の学級等とありますけれども、

私も、小学校、中学校、卒業式に出ますけれ

ども、みんな立派な卒業式で、私は日本一だ

と褒めとりますけれども、そういう中で、こ

こまで支援員を配置しなきゃいかぬという学

級等が県内に存在しているものかと、中に

は、いろんなお話を聞く場合もありますけれ

ども、これは担任の指導力がなかなかうまく

いかないのか、あるいは特殊な事情があって

その学級経営がうまくいっていないのかと。

ここにわざわざこれだけの予算をつけて、こ

こまでしなきゃいかぬという学級が果たして

存在するものなのかということを１つと、極

端に言えば、どういう状況なのかというのが

よくわからぬのですけれども、その辺をちょ

っとお尋ねしたいと思います。 

 そして、これは、教育委員会、上のほうか

ら見られて、ここは支援をせにゃいかぬとい

う形で進んできたのか、あるいは現場のほう

から、ぜひこういうところには支援員を配置

してほしいという、そういう声が上がってき

たのか、その辺をちょっと教えてもらいた

い。 

 

○浦川義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 新規の学級経営等支援員配置事業でござい

ますが、今、氷室委員がおっしゃいましたよ

うに、なかなかうまく機能しない、担任の指
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導が通りにくい、いわゆる学級崩壊という言

葉がございますが、そのような状況が見られ

るような学級が、県内に幾つか実際これまで

散見されております。 

 昨年度、一昨年度、情報を各教育事務所を

通じまして、その状況を調べましたところ、

約10学級ほどそのような学級が存在するとい

うことが、平成24年度、25年度ございまし

た。このような状況というのは、そのような

状況が起こっているというのは、教育事務所

等、あるいは御意見等というか、報告等がご

ざいまして、そういうことで把握した次第で

ございます。 

 

○氷室雄一郎委員 それは、今、もうなかな

かお一人の担任では非常に指導が難しいとい

う、そういう状況が10校ぐらいあるというお

話伺いました。これは、小学校が主なんです

か、それとも中学校が主なんですか、その辺

はどうなんですかね。 

 

○浦川義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 これまで、平成24年度、25年度を見ます

と、小学校のほうが学級としては多くござい

ます。ただ、中学校のほうでも幾つかそうい

う状況は見られております。 

 

○氷室雄一郎委員 私も、小学校とか、中学

校、入学式、卒業式見に行きますけれども、

以前と比べれば非常に立派な教育をしていた

だいて、非常に立派な入学式、卒業式ばっか

りだもんだから、全県下にこういう実態があ

るということは非常に――いろんな難しい問

題があると思うんですけれども、ここまで新

規事業で支援員を配置せないかぬという状況

があるということは、なかなかいろんな条件

はあると思うんですけれども、やっぱり指導

される先生方の質を高める、また、そういう

先生方に頑張っていただくというのが本筋じ

ゃないか、これがずっと続かないように、毎

年毎年こういう支援事業を行っていくという

ことは、私は非常に悲しい、きついことじゃ

ないかなと思っておりますので、できますれ

ば、何年かしたら、もうこれはないような教

育を行っていただければと思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

 

○平野みどり委員 今、氷室委員の御質問に

ちょっと関連しますけれども、ここは学級崩

壊をしているところに支援員の方を投入する

という事業だと思うんですけれども、経営が

なかなかうまくいかない、指導力の足らない

先生が教育センターに行って研修されますよ

ね、それで、戻ってこられる方、あるいはま

た無理だということで退職された方もいらっ

しゃると聞いていますけれども、戻ってこら

れた方がうまく定着していけるようにするに

は、この制度ではなく、また別な支援の方法

というのがあるんでしょうか。いきなり学校

に戻ってもなかなかまたうまくいかないとい

うことがあるやもしれないと思うんですが、

そこら辺はどうなんでしょう。どういう仕組

みで支援していかれているんでしょうか。 

 

○浦川義務教育課長 済みません、この新規

事業につきましては、こういう学級の機能し

ない状況というのは、１つには、要因とし

て、教職員の指導に関する部分も一つの要因

としてあろうかと思いますが、それに限ら

ず、さまざまな要因が重なりまして、こうい

った状況が生じているというふうに考えられ

ます。 

 今、平野委員がおっしゃいました、いわゆ

る指導改善研修に関しましては、学校に復帰

しました後も、教育事務所、学校、あるいは

教育委員会等でしっかりサポートしながら、

せっかく回復したその指導力を維持できます

ように、しっかりサポートをしているところ

でございます。 
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○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。 

 

○溝口幸治委員 家庭教育支援についてです

が、今年度新たに「熊本の心」活用推進事業

という事業にも展開されるということで、非

常に期待をしているところです。 

 もちろん家庭教育支援は社会教育課が中心

にやっていくわけですが、先ほどのいじめ問

題は高校教育課でありますし、義務教育課で

は、幼稚園、保育園との連携した事業もある

と思いますが、教育委員会全体として取り組

んでいくことが大事だと思いますね。 

 特にいじめ問題は、いろいろ法律が定まっ

て対応があっていますが、あれというのは対

処療法で、いわば花や葉っぱに水をやって元

気づけるみたいなやつですけれども、もとも

とのいじめをなくそうと思うと、きちっと木

の幹に、根っこに水をやる作業が必要だと思

うんですね。その作業が家庭教育支援であっ

たり、この「熊本の心」を活用した道徳教育

だというふうに思うんですが、その辺は特に

教育委員会の中でも連携をしてやっていく事

業だというふうに思いますけれども、その辺

の、ことしわざわざこういう新しい事業をや

られるので、教育委員会としての何か意気込

みというか、いじめ対策の要望や対処はちゃ

んとやらなければならないけれども、もとも

との悪質ないじめをなくしていくような対応

というものに熊本県も一歩踏み込んでいると

思うので、その辺のことをぜひちょっと、教

育長からなのか、社会教育課長なのか、お話

をいただきたい。 

 もう一つは、家庭教育支援条例の17条、社

会教育課長はわかると思いますけれども、科

学的知見に基づいて家庭教育に関する情報の

収集、それから整理、分析、そしてその提供

をやっていくということを17条にうたってい

るんですね。これは議員提案ですから、きょ

う平野先生もお見えですけれども、議員でも

相当議論をしてこういう条文になったわけで

すが、ここ、県警とも関係してくるんですけ

れども、例えば少年の非行、犯罪、こういっ

たものを起こす人たちの家庭環境がどうなの

か、あるいは学校でのいじめ問題や表に出な

いさまざまな問題の家庭環境がどうなのかと

いうのは、これ、一々私、どんどんどんどん

公表する必要はないと思いますが、きちっと

組織の中で、県警とも協力をして、きちっと

組織としてそこは整理をしておく、そしてそ

れを、提供できるものについてはきちっと提

供しながら、だから家庭教育支援が大事なん

だよということを、科学的根拠に基づいてき

ちっと今から話していく、条例できてもう２

年目がたちますので、そこが大事になってく

ると思いますので、そこについてはどういう

ふうに取り組もうと考えていらっしゃるの

か、これ、社会教育課長からでいいと思いま

すけれども、その点、２点お答えをいただき

たいと思います。 

 

○田崎教育長 溝口委員御指摘の新しい新規

事業として取り組みます「熊本の心」の活用

事業でございますけれども、これにつきまし

て、今年度も、フォーラム、あるいは実践発

表、作文募集等もやりました。このときも、

社会教育課だけではなくて、義務教育課、ま

た高校教育課、特別支援教育課も一緒になっ

て、フォーラム等を実施したところでござい

ます。 

 そういう意味で、いつも私も言っているん

ですけれども、教育委員会の中で、やっぱり

縦割りになるんではなくて、連携して横でし

っかり情報を共有していこうというふうなこ

とを言っております。その一つの取り組みと

して、この「熊本の心」活用推進事業という

のがあるなというふうに思っておりますし、

先ほど意気込みというふうなことをおっしゃ

られましたけれども、私どもとしては、この
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「熊本の心」を活用することで、さっきおっ

しゃったような、いじめとかそういうことを

なくしていくような県民運動につなげていけ

るような、そういうものにしていきたいとい

うふうなことを考えているところでございま

す。ぜひ、今後とも力いっぱいやっていきた

いと思いますので、御支援のほどよろしくお

願いをいたしたいと思います。 

 

○福澤社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 ただいまお話のございました科学的知見に

基づく家庭教育推進及び関係部局との連携と

いうようなお話でございますが、先生のおっ

しゃるとおり、科学的な知見、数的なものや

定性的なものもあると思いますが、そのよう

なものに基づいて施策は行われるべきである

と思っておりますし、福祉、あるいは青少年

健全育成、環境生活部のような所掌、あるい

は私学振興のような部局、12の担当課、56の

施策が協同して行うということで、関係課長

の会議などを開いて、一つの目標のために仕

事に取り組むということにしております。 

 さらに、先月行われました家庭教育推進の

フォーラムにおきましても、実はホールの入

り口のところでポスターセッションを行いま

した。それは、社会教育課のほうから各12の

課にお願いして、各12の課の行っている家庭

教育に資する事業というものが、どういう形

で家庭教育につながっていくのかというあた

りを説明するポスターセッションをしてほし

いということをしていただきまして、その作

成の流れの中で、どういうところに資すると

いうあたりをしっかり示していただくという

ことで、意識的にも少しずつ変わっていくと

ころがあるのじゃないかなというふうに思っ

ております。 

 実際、環境生活部の毎月第１日曜日、家庭

の日というその日に今回のフォーラムも開催

して、コラボレーションという形で取り組む

ことにしておりまして、これからも、データ

その他に基づきまして、関係課、56の施策で

取り組んでいきたいと、このように考えてお

ります。 

 

○溝口幸治委員 最後に、今のは県庁内のや

つだと思います。私も、最近思うのは、あの

とき条例つくるときもそうですけれども、県

警の方に入っていただいてなかったんですよ

ね。ですから、私が言っているのは、少年犯

罪の抑止も含めて、その辺の情報提供も県警

との連携もぜひお願いしたいと思いますの

で、県警、どこになるかわかりませんが、後

ほどちゃんと調整して、そこはお願いしたい

というふうに思います。 

 以上です。 

 

○平野みどり委員 私、昨年度は厚生常任委

員会に入っておりまして、その中で、高齢福

祉は在宅の方向にどんどん向かっていく中

で、訪問看護ステーションが未設置のところ

もあったり、足らないというような状況があ

る中でなんですが、特別支援教育課にお尋ね

しますが、ほほえみスクールライフ支援事業

で、医療的ケアに関しては７校12人の体制で

いかれると。その４番として書いてあるの

で、ほほえみスクールライフ支援事業の中の

一環なのかなというふうに見えますが、これ

は別枠ですよね、人工呼吸器看護師派遣補

助、これは、訪問看護ステーションから派遣

してもらうという形で、１から３までとはち

ょっと違う状況だというふうにこれまで認識

してきましたけれども、地域によっては、支

援学校の訪問看護ステーションから派遣して

もらいたくても、その地域に派遣できる訪問

看護ステーションがないとか、そういう状況

も含めて考えられると思うんですけれども、

医療的ケアのこの７校12人はできているわけ

ですけれども、医療関係者の方たちは、もう

この人工呼吸器の子供に関しては非常に重篤



第２回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成26年４月25日) 

 

 - 31 - 

であり、危険度が非常に高いという認識でお

られますけれども、それを否定するものじゃ

ないですけれども、安定的に人工呼吸器を装

着して運用している子供が実際学校に来れる

と、それ、危ない子は学校には来ないわけで

すから、そういうことも考えたときに、人工

呼吸器の子供も含めて総合的にこのほほえみ

スクールライフ支援事業というのを見直す時

期にそろそろ来ているんじゃないかなという

ふうに思うんですけれども、どうお考えでし

ょうか。そこら辺、ちょっとお聞きしたいん

ですけれども。 

 

○栗原特別支援教育課長 特別支援教育課の

栗原です。 

 今、平野先生から御質問がありました人工

呼吸器の補助事業は、きょうの資料には、ほ

ほえみスクールライフ支援事業と一緒に並べ

ておりますが、今御指摘のとおり、こちらの

人工呼吸器の――訪問看護ステーションのほ

うに保護者がまず御契約をされてて、その訪

問看護ステーションに対しての補助というこ

とでございます。 

 今後、まずは医療的ケアを必要とするお子

さんたちの数は、微増といいますか、傾向と

しては全国的にもますますふえつつあるとい

うところでございます。 

 訪問看護ステーションの派遣についても、

平野先生からもありましたように、地域によ

っては、そのステーションの協力を得られに

くい地域も確かにございます。私どもとして

は、そういう御要望等があった場合には、で

きるだけそういう御協力をいただけるような

訪問看護ステーションを探してまいるつもり

ではございますが、今後の方向性について

は、医療的ケアと訪問看護についての補助事

業については、今のところ、切り離してとい

いますか、受けていただく医療機関の困難と

いうことも、県の会議の中でもそういう御回

答でもありましたし、人工呼吸器の管理につ

いては、やっぱりマンツーマンの看護師の対

応が必要ということで今のところ整理をして

おります。 

 今後、保護者の方の御負担を軽減して――

お気持ちも要望も承っておりますが、今後の

対応については、現在のところ、ほほえみス

クールライフの中での対応は困難ということ

で判断をしているところでございます。 

 

○平野みどり委員 保護者の負担を軽減し

て、学校に来ることをですね、いろいろ負担

があったということで、それが軽減されたと

いうことはとても高く評価しますし、保護者

の方たちも、とても感謝されているんですよ

ね。保護者の方ができるような医療的行為だ

ったわけですよ、これまでも。例えば、ほほ

えみの看護師さんが、人工呼吸器の対応のス

キルをさらに身につけられるとか、そういう

形での対応ということも含めて、やっぱりち

ょっと抜本的にいろんな検討を、いろんな方

々の御意見を交えながら進めていただけたら

というふうに思いますので、よろしくお願い

します。 

 それと、要望です、１つ。 

 その下の特別支援学校施設整備実施計画策

定事業とありますよね。今後の特別支援教

育、学校整備のあり方等を今後また考えてい

かれるということになりますけれども、私も

代表質問の中でも言いましたけれども、高校

再編整備をいろいろ議論していく中で、何か

別ものとして扱われていることに関して非常

に不合理だなという気がしています。 

 今後支援学校に行きたいという子供たちは

今もふえていて、つまり、特別な支援が要る

ということですよね。その中で、今分教室を

つくるというような方向で対応していますけ

れども、一般の高校にですね。分教室をつく

ろうにも、一般の高校がもうなくなってしま

うということも今後あるわけですから、相互

に情報交換しながら、支援学校で学ぶ子供
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も、一般の学校で学ぶ子供も同じですので、

同じ年齢のときに就学期を迎えているわけで

すから、ぜひ連携をして今後検討していただ

けたらということで要望しておきます。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○小杉直委員 最後かもしれません。 

 25ページ、その４番目、（新）、熊本工業高

校実習棟改築事業が１つ、これは施設課長か

な。45ページ、体育保健課長、県営体育施設

管理の(2)熊本武道館管理運営費、これにつ

いては既にもう２月議会で通っとるわけです

から、来週個別に説明に来るように要望して

おきます。 

 以上。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 なければ、教育委員会

に係る質疑を終了します。 

 引き続き警察本部に係る質疑はありません

か。 

 

○小杉直委員 なら、２点ほど。 

 まず、警務部長にお尋ねですが、３ペー

ジ、警察官１人当たりの負担人口比のグラフ

がありますね。説明のとおり熊本が高負担で

すが、これに対する取り組みはどう考えてお

られますか。 

 

○黒川警務部長 まず、警察官の定員につき

ましては、また引き続き議会の皆様の御協力

も得ながら、御理解も得ながら、また国への

要望ということもしていかなければなりませ

んし、引き続きこの必要な定員の確保、定員

増に努めていきたいと思っております。 

 また、現実的な警察運営においては、当面

この限られた人員の中で警察運営をしていか

なければいけないわけですから、引き続きま

して、業務の効率化、組織の運営の効率化等

によって実質的な時間を確保していく、ある

いは一人一人の警察官、警察職員の能力、こ

れを高めることによって、同じ数でもより多

くの実績、多くの力が発揮できますように、

引き続き警察職員の教育、訓練にも努めてい

きたいというふうに考えております。 

 

○小杉直委員 着任後、もうお聞きになっ

て、資料も読んでおられるかもしれませんけ

れども、３月17日、２月議会の最終日に、警

察官の増員を求める意見書を県議会が政府に

対して出しております。さっきここにおられ

た共産党も含めて賛成多数で、ここにいる委

員は全部賛成だったわけですが、そういうふ

うな議会も努力をしておりますし、今警務部

長がおっしゃったような、新本部長と一緒に

なって、どうぞひとつ増員にしっかり取り組

んでいただきますようにお願いしますし、現

在の職員の能力を高めるということも大事な

ことですが、まあ、例えば、かなりのページ

に刑法犯の認知件数の減とか、凶悪事件の検

挙率の向上とか書いてあったと思います。 

 例えば、年末年始に玉名で殺人放火事件が

あって、お宮入りを心配しておりましたが、

刑事部、それから玉名署、当時の玉名署長は

宮崎参事官と思いますけれども、総合力で検

挙したような成果も上げておられますので、

どうぞひとつ最初に言った総力を挙げて警察

官の増員に頑張っていただきたいと、これは

要望しておきます。 

 ２点目は、警務部長かな――会計課長がい

いかもしれんですね。会計課長、お尋ねしま

す。 

 11ページ、警務部長から警察施設の現状の

説明がありまして、この中に警察署が、氷

川、天草、上天草、宇城、阿蘇、多良木と書

いてありますが、40年以上経過した警察署で

すね。私、この中でちょっと心配するのは、

阿蘇警察署が、過去２回か３回、災害に遭っ
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ているんですよ。去年、一昨年の九州北部豪

雨では、もう私も空からも陸からも視察に行

きましたが、阿蘇警察署の機能はもう全然だ

めになってしまったし、パトカー等も数台だ

めだし、内牧交番もだめだし、今後やっぱ

り、さっき警備部長の説明の中でも阿蘇山の

立入規制あたりがことしあったでしょう。そ

ういうことを総合的に見たり、数日前の新聞

でしたか、登山の遭難者救助訓練の20名中12

名が阿蘇署員でなっとったわけですな。そが

んとを考えますと、阿蘇警察署の移転を含め

た整備――警備部長がおっしゃった安全、安

心のよりどころです、警察署は。そういうこ

とを考えるお考えはございませんか。 

 

○甲斐会計課長 会計課長です。 

 阿蘇警察署の移転、建てかえにつきまして

は、まず、警察署の建てかえにつきまして

は、鉄筋コンクリートづくりの施設の耐用年

数であります50年を目安に老朽、狭隘化等を

考慮し、計画的に行っておりますけれども、

阿蘇警察署につきましては、48年３月に建築

され、築後41年が経過しておりまして、耐用

年数満了まであと残り９年ほど残っておりま

す。また、一方で、阿蘇警察署よりも古い警

察署として、上天草警察署を初めとしまし

て、３つの警察署が残っております。 

 しかしながら、阿蘇警察署につきまして

は、土砂災害警戒区域の直近に位置しており

ますし、また、国道57号よりも下に位置する

ことから、平成２年７月に集中豪雨により警

察署敷地に土砂が流入したことに続きまし

て、平成24年７月にも熊本広域大水害により

警察署敷地内に土砂が流入する被害に見舞わ

れております。 

 そのような状況から、当時の委員長であり

ました溝口先生のほうから、平成24年９月に

開催されました文教治安常任委員会におきま

しても、阿蘇警察署は、今回かなりの浸水被

害を受けたが、今後も同様の被害が発生する

可能性がある、この際、場所の移転も含めて

災害には十分対応できるような体制を検討し

ていただきたいとの要望をいただいておりま

す。 

 このため、警察としましては、災害時も効

果的な警察活動が行えるよう、被災のおそれ

がない適地への移転、建てかえを緊急に取り

組むべき課題として検討しているところであ

ります。 

 以上です。 

 

○小杉直委員 当時の委員長の溝口先生が今

度の委員におられたら心強かですな。 

 当時、地元の佐藤県議、あるいは私の知人

の阿蘇住民から、警察署の移転、整備という

のを強く要請があったとですよ。しかし、東

警察署の建築中でしょう。今度は、その後、

熊本合志（仮称）警察署の予定されとっでし

ょう。なかなか財政が伴うことですが、今、

甲斐課長がおっしゃったような方向で、今後

ともしっかり取り組んでいただきたいという

ふうに要望しておきます。 

 以上です。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○平野みどり委員 ストーカー・ＤＶ対策な

んですけれども、年々相談件数も含めてふえ

てきているということですけれども、残念な

がら、今のところその傾向はまだしばらく続

くのかなというのがある。やっぱりなかなか

潜在していて、それがＤＶなのよ、ストーカ

ーなのよというのもわかっていない人たちも

まだいて、その人たちがどんどん相談してこ

られるということになるだろうと思います。 

 凶悪な事件につながっていることもありま

すので、事前に、とにかくそれを防ぐという

ことが一番大事かと思うんですが、今回、人

身安全関連事案対策室ですか、ストーカー・

ＤＶ対策室を発展解消しということで設置さ
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れるということ、本当に大変いいことだと思

うんですが、こういった、県警がさらにこの

ストーカー、ＤＶに関しての対応を強化して

いるんだということを県民の方たちにしっか

り知らせていくということがとても大事だろ

うというふうに思うんですけれども、今後、

そういった広報というか、体制を整備してい

るということを県民の皆さんが知っていくよ

うな、そういった対応はどういうふうにされ

るおつもりでしょうか。 

 

○佐藤生活安全部長 生活安全部でございま

す。 

 今、平野委員御指摘のとおり、ストーカー

事案につきましては年々増加をしておりま

す。表の18ページでも出しておりますけれど

も、昨年220件ということで、その中でも凶

悪事件等に発展をするというようなことで、

検挙も含めたところで対応しているところで

ございます。 

 また、御質問のことしの３月に人身安全関

連事案対策室を設置いたしております。これ

は、相談等が夜間に及ぶという事例が非常に

多うございます。そういった場合に、ことし

の１月から、毎日２人体制の３交代というこ

とで、24時間で対応させていただいている緊

急初動対処チームというのをつくっておりま

す。これらが現在活動いたしまして、被害者

の方の安全の確保等々を行っているわけでご

ざいますけれども、こういった組織をつく

り、そして県民の安全のために、こういった

対応をしているということにつきましては、

メディアを含めまして各種広報を現在させて

いただいているところでございますけれど

も、今後とも、各種防犯ボランティア団体で

ありますとか、あるいは地域におきます交

番、駐在所が発行しておりますいろんなミニ

広報誌等もございます。こういった広報誌等

を活用いたしまして、県民の方に広報をさら

に進めて、まだ相談等を渋っておられるよう

な方がおられれば、積極的に相談をしていた

だく、それに対して、１人でも２人でも被害

が起きないような対応をしていきたいという

ふうに考えております。 

 

○平野みどり委員 それともう１つ、犯罪被

害者への支援ですよね、ワンストップでとい

うことで、これもとてもいいことだというふ

うに思います。本当にもうただでも被害に遭

って傷心されている方たちが、いろんな専門

機関にたらい回しをされたりとか、いろんな

方たちに何度も同じことを質問されて、さら

に傷つくということがあるので、この対応も

とてもいいと思っていますので、この被害に

遭われた方へもきちんと支援ができますと、

ワンストップでできますということも含め

て、ぜひ広報をお願いいたします。 

 要望として。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかに。 

 

○氷室雄一郎委員 私、刑事部だと思うんで

すけれども、暴力団排除条例の中で、全国に

珍しい、すばらしい、きらりと光るものをお

入れになったと。それは、認可外保育所施設

のエリア内には暴力団事務所はだめである

と、そういう他県にない非常にすぐれた条例

を追加されたわけですけれども、こういう状

況の中で、暴力団の事務所の開設の動きがま

ずあったのかどうかということと、もう一点

は、熊本市以外のほぼ全域は暴力団の事務所

は開設できないようになっているんですが、

もうほぼ全く完璧にこのエリア内には事務所

というのは存在しないのか、また、している

のかというその２点だけちょっと。 

 

○池部刑事部長 まず、暴力団事務所の関係

なんですけれども、前任が、私は熊本北署長

でございました。繁華街に暴力団は集中する

わけなんですけれども、暴排条例の中で、暴
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力団の排除特別強化地域ということで、繁華

街、歓楽街の中はそれを指定されておりま

す。 

 平成23年12月までは、その歓楽街の中に６

カ所、暴力団事務所が存在をしておりまし

た。暴排条例の施行とともに取り締まり等強

化しまして、６カ所の事務所全て撤去をさせ

ております。 

 現在のところ、通常繁華街、歓楽街と言わ

れる中には、暴力団事務所はありませんし、

昨年の６月に暴排条例の一部改正がありまし

て、暴力団事務所を設置できない基点施設と

して認可外保育所が追加をされたということ

で、たしか、数はちょっと違うかもしれませ

んけれども、繁華街の中に13カ所の認可外保

育所がたしかあったか、認可外と認可保育所

合わせて13だったか、ちょっとあれですけれ

ども、それで、繁華街、歓楽街の地域の中に

は、今後、暴力団事務所の開設、運営はでき

ないという地域になっております。 

 そういったことで、特に、政令指定都市の

繁華街の中で暴力団事務所が存在しないとい

うところは、存在しない、あるいはもう今後

できないというところは熊本だけじゃないか

なと、そういった面では非常に熊本は画期的

な暴力団排除条例を効果的に活用しているん

ではないかと思いますし、ちょっと話はそれ

ますけれども、条例の中に暴力団の立入禁止

の標章制度というのがあります。これにつき

ましても、今繁華街に対象店舗が約2,000店

舗あるんですけれども、12月末現在で1,620

店舗が標章の貼付店舗ということで、掲示率

も82％ぐらいだったと思います。これについ

ても、現在までのところ、その標章をめぐっ

ての暴力団からの嫌がらせ等の、そういった

問題の発生も認知はしておりません。そうい

ったことでは、非常に県下の暴力団対策とい

うのは効果的に進められているんではないか

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○氷室雄一郎委員 全国にも珍しい条例の強

化ということで、高い評価をしておるわけで

ございますけれども、今部長からお話ござい

ましたように、全国にまたこれが波及するよ

うに、しっかりした取り組みを続けていただ

ければと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 

○小杉直委員 氷室委員の暴力団に対する質

問がありましたので、あわせて、質問という

よりも御披露しておきますが、本部長、刑事

部長に。既に御承知かもしれませんが、東警

察署内にある暴力団事務所がありまして、そ

の周辺の関係する住民といいますか、関係者

が困惑した事案がありまして、それを組対課

と東署と話し合って、当該暴力団に対する指

導的な対策をしていただいて、関係者が安心

したという経緯が今月にありましたので、御

披露しておきます。 

 以上でございます。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。 

 

○平野みどり委員 63ページです。交通部の

ところですが、一定の病気にかかる運転者対

策ですよね。京都で、てんかんの人が運転し

て大変な事故があったということとか、ほか

にもあったと思うんですけれども、病気で発

作が起こって運転ができない状態の人が運転

免許を持っている状況というのは、やはり私

も同じ障害を持っている当事者ですけれど

も、問題かなと思います。 

 ただ、てんかん、統合失調症、認知症、ア

ルコール依存症とありますよね。安定してい

らっしゃる時期とか、余り重篤でない場合と

いうのもあるんですね。それがお仕事で運転

をする必要があるという場合に、それで全く

もう運転できなくなるということでは困ると
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いうことで、私のほうにもちょっといろいろ

問い合わせとかがあっているんですけれど

も、きちんと医師の判断とか、あるいは本人

が正直に状況申告をするということの中で、

全て病気だからだめと、病気の既往症とかも

含めて、あるからだめということではないん

ですよね。個人差があると思うので、そこは

きちんと見ていくということでよろしいんで

しょうか。 

 

○木庭交通部長 交通部長でございます。 

 平野委員おっしゃったとおり、この一定の

病気にかかっている方に対する運転者対策で

ありますけれども、基本的にはその方の運転

をできる限り支援するという方向でございま

す。そして、そういう病状を持っておられる

方が申告していただく、あるいは受検の相談

をしていただく、そういった場合につきまし

ては、最終的には、医者の、専門医の診断

書、御自身のかかっていらっしゃる病院の診

断書か、あるいはそういった専門医を受診し

ていただいて、その診断書によって判断して

おります。 

 ですから、細かい基準がございますけれど

も、てんかんを過去に発作があられたという

方につきましても、一定期間なかったと、な

おかつ、薬を確実に服用されれば、今後もそ

ういった発作のおそれが認められないという

診断書等を出していただければ、当然ながら

その方には運転していただくと。 

 また、そういうのがはっきりわからない場

合につきましては、医者もなかなか診断しに

くいという場合につきましては、また経過観

察で一定期間後にまた診断していただくとか

いうことで、基本的には、そういった方のや

はり社会活動等を支援しながらも、やはりそ

ういった方の、もし起こされたら、やっぱり

そういった方御自身も非常に御不幸になりま

すので、そういった危険性を取り除いていく

ということで業務に当たっております。 

 以上でございます。 

 

○平野みどり委員 わかりました。 

 

○増永慎一郎委員長 よろしいですか。 

 

○平野みどり委員 はい。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 なければ、これで質疑

を終了します。 

 その他に入りますが、何かございません

か。 

 

○溝口幸治委員 きょう説明がなかったの

で、あえてその他のところで触れたいと思い

ますけれども、正しい日本地図の普及活動、

これについては非常に熊本県発で、他県にも

いい影響を与えています。東京都や岐阜県で

も既に質問があってやられるということが決

まったり、ほかの市町村でも、全国の、例え

ば静岡の熱海とかいうところでも質問され

て、その輪が広がっています。ぜひ、県内の

市町村にも再度徹底をというか、協力の呼び

かけをお願いしたいというふうに思います。

私も、地元の市長にもお話ししましたとこ

ろ、市長も今年度からやりたいという意向も

示されておりますので、せっかく全国に広が

っていますので、熊本県の中でも、ぜひ市町

村に広げていただきたいと思います。 

 これ、岐阜からお借りしたんですが、岐阜

は、もうこういう地図を……(資料を示す)熊

本県の地図を参考にしながら、こうやって自

分の、日本の領海がわかる、あるいは近隣諸

国との位置関係がしっかりわかるという地図

を３枚、これは、いつもの自衛隊さんなんか

でよく見せていただく、ひっくり返した地図

ですね、近隣諸国との関係。それから、こう

いう世界の中の日本を示すということで、こ
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れ、教室に、どこに張るのかなとちょっと疑

問もありますけれども、これぐらい力を入れ

てやっていらっしゃいますので、ぜひ関係市

町村に広げていただきたいと思います。 

 特に、先月の３月でしたか、文部科学委員

会の中で、宮川典子先生の質問の中でも、熊

本県の取り組み、特に全国に広がっていると

いうのを御紹介いただいて、文部科学大臣か

らも、非常にいい取り組みだというエールを

送っていただきましたので、これについて

は、もう多分配ってしまって、枚数もなくな

っているんだと思いますけれども、上川さん

が高校教育課長のときにやっていただきまし

たけれども、新しく課長になられた方は、私

が高校時代から敬愛する越猪先生ですので、

ぜひ引き続き頑張っていただきたいと思いま

すので、取り組みについて、方向性をちょっ

とお話をいただければと思います。 

 

○田崎教育長 今先生から御紹介いただきま

した、正しい日本地図といいますか、熊本県

では、国土地理院とお話をしまして、全国で

最初に、全体がわかる、沖縄とか、例えば奄

美とか、そちらが切れているようなものでは

ない、そういう地図をつくらせていただきま

した。 

 これは、県立学校全ての学級に配って掲示

をしてもらっておりますし、幾つかの市町村

でも取り組まれておられます。私のほうとし

ては、今後、いろんな教育長会議とかござい

ますので、その場で実際のものを見ていただ

いて、各教育長さんにもそのあたりの御理解

をいただきながら、各市町村にも広がってい

くように努力していきたいと思っておりま

す。 

 

○小杉直委員 関連して、教育長、ちょっと

お尋ねですが、これ、発祥は熊本県かな、こ

の地図は。 

 

○田崎教育長 発祥は、熊本県というか、言

うなら、国土地理院がつくっておったものを

熊本県のほうで少し改良させていただきなが

ら、少しわかりやすくして掲示しておるとい

うものでございます。 

 

○小杉直委員 そういうふうな取り組みを新

しく始めたつは熊本県でしょう。 

 

○田崎教育長 そのように理解しておりま

す。 

 

○小杉直委員 当時の文教治安委員長はだれ

だった。 

 

○田崎教育長 溝口先生です。 

 

○小杉直委員 転勤して知らぬ人のおるけん

な。 

 以上です。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○平野みどり委員 ちょっと２点あるんです

けれども、１つは、荒尾支援学校のスクール

バスの件です。これ、私、最初に読んだとき

に、高等部まで全部スクールバスで移動させ

なさいと、送迎しなさいという要望なのかな

と思ったんですけれども、ずっと読んでみる

と、本当に通学の支援が必要な人のみという

ことで、私も、やはり高等部卒業して、いろ

んな事業所ですとか、あと、就労機関に行く

ときに、できるだけ公共交通機関が使える子

供であるほうが、使えるんだったらその子の

ためにもなるだろうなと思っているので、全

員スクールバスというふうに私も思っていま

せん。 

 ただやはり、この要望を見てみると、本当

に家族が送迎ができないとか、バスに――義

務制の子供たちが優先ですから、小学校、中
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学部の子供たちが乗ってもまだ余裕がある場

合は、その子が通学支援が必要であれば、い

ろんな客観的な状況の中で使わせてあげると

いうのはありだろうと、一部の学校でもでき

ているという話ですので、そこら辺はきちん

と整理していく、保護者の方たちも納得して

いただくようなことが必要だろうというふう

に思っているんですけれども、支援課の課

長、いかがでしょうか。 

 

○栗原特別支援教育課長 今お話がありまし

た荒尾支援学校のスクールバスについての御

要望は、障がい者支援課を通じて本課のほう

にもお話がありました。 

 そこで、本課といたしましては、まずは、

保護者の方もお見えになりましたので、お話

を伺って、その後、今度は、こういう要望が

あっているということで学校のほうに伝えま

して、現在、学校と保護者のほうでお話し合

いをしていただいているところでございま

す。 

 今、各特別支援学校のスクールバスは、運

行されている学校において、小学校部、中学

部のお子さんが乗って利用しております。高

等部の生徒さんについては、今、平野委員か

らありましたように、卒業後の社会参加、自

立を目指すということで、できるだけ公共の

交通機関等を利用して登校してくるというよ

うなところで、全体的にはそういう指導方法

で各学校取り組んでおりますが、いろいろな

御事情によってどうしてもできないというよ

うな御家庭については、それぞれの校長が、

保護者と話し合いの上、個別の対応をとって

いるところもございますので、引き続き保護

者と学校のほうで話し合いをしてもらうとい

うことで進めているところでございます。 

 

○平野みどり委員 それと、バス会社の問題

ですけれども、この要望書の３にもありまし

たように、失禁などがあった子供に対して、

迷惑をかけたといって、バス会社に謝らせに

行く、保護者に。こんなことあっちゃ絶対だ

めですよね。こういうこともある可能性があ

る子供たちを送迎するんだという条件でその

バス会社決めるわけですから、バス会社の対

応というのかな、そこにもきちんと研修をし

てもらわないといけないし、安かろうでバス

会社を選んでて、これ、きちんと研修がされ

ていないとか、対応がきちんとされてないと

いうことじゃいけないと思うんですけれど

も、その点に関しては、課長、いかがお考え

ですか。 

 

○栗原特別支援教育課長 そのことについて

も、学校のほうに、そのときにどのような対

応をしたかということを確認いたしました。

その生徒さんがバスの中で失敗をした際に、

まずは学校が、いわゆるバス会社のほうに行

って――それは、通学バスではなくて、一般

のいわゆる路線バスでの出来事でしたので、

学校のほうが、まずはバス会社に行って、ほ

かのお客さんに御迷惑がないような処置をし

て、その上で、保護者の方にも、こういうこ

とがありましたということで報告をしたとい

うふうに学校からは報告が上がっておりま

す。 

 いずれにしましても、社会的自立を目指す

子供たちのことですから、途中での失敗はご

ざいます。ただ、学校のほうとしましても、

そういうことを少しずつ自分でできるように

するための教育を日常の中でもやっておりま

すので、この件についても、また保護者の方

とじっくり学校側と相談をしながら進めてい

くというふうに学校のほうからも話があって

おります。 

 以上です。 

 

○平野みどり委員 わかりました。ちょっと

私も勘違いしていて、スクールバスで契約し

ている会社のことかなと思ったもんですか
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ら、これはあっちゃいけないと思ったんです

が、一般のバスの中でもいろんなことが起こ

りますよね、でも、それをお互いに、失敗と

かトラブルがありながら、理解していくとい

う部分もあると思うので、深刻でない場合

は、本当に通学バス以外の路線バスも使える

ような子供が少しでもふえるといいのかなと

いうふうに思います。 

 もう１つ、全国学力テストに関してです

が、学校別成績公表解禁云々とありますよ

ね、佐賀の樋渡さんなんかは、もうどんどん

解禁しろというような考えの市長さんですけ

れども、幸山市長は開示しないというような

ことですが、熊本県でも、一応解禁だけど、

県内では、成績公表予定、現時点ではなしと

いうことで、ちょっと安心しているんですけ

れども、この学力テストが、子供の一学力

面、例えば数学だとか、国語だとかを見るの

であって、総合的な学力を見るというわけじ

ゃない。いろんな子供たちには可能性とか力

があるわけですが、それを一回のペーパーテ

ストで瞬間的に見るわけですから、これは一

つの要素ではあっても全てじゃないというこ

とはしっかりと学校もわかっていただいて、

その中で公表するということは、私は、あん

まり、ほとんど意味がないし、いたずらな競

争だけを招くと思っているんですけれども、

子供の学力観というのの捉え方をやはりしっ

かりと改めて考え直していかないといけない

なというふうに思っていますので、今後も公

表が私ないように希望しますので、よろしく

お願いします。 

 以上です。――何かその学力テストについ

てありましたらお願いします。 

 

○氷室雄一郎委員 県教育委員会は、各市町

村の教育委員会との意見調整を行うというお

話で、そういう流れじゃないかと思うんです

けれども、これは近日中に行われる予定なん

ですか。 

 

○浦川義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 調査結果の公表につきましては、基本的に

は参加主体でございます市町村教育委員会が

判断されることでございまして、その判断を

尊重すべきだというふうに考えております。 

 県教育委員会といたしましては、文部科学

省が示しております実施要領を踏まえまし

て、公表のあり方につきまして、今後市町村

教育委員会と意見交換をしてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 なお、先ほど平野委員がおっしゃいました

が……。 

 

○小杉直委員 答弁は簡潔に言いなっせよ。 

 

○浦川義務教育課長 はい、済みません。こ

の学力調査ではかられるものは、学力の一部

分であるということは実施要領にも書いてあ

るとおりでございます。 

 以上でございます。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○松田三郎委員 体育保健課長、私、数年

前、この委員会にいたときに――全然違う話

で恐縮ですけれども、県民体育祭のあり方に

ついて、今も変わってないならば、多分体協

単位でしょうから、政令市である熊本市と、

片や、例えば１町で構成される天草郡とか、

八代郡、これは数千か１万前後だと思いま

す、あの人口は。こういうところ順番つけて

も、それは毎回同じような順番になるんじゃ

ないでしょうかと。私も、一定の、もちろん

今までの県民体育祭の役割というのは認めま

すし、妙案があるわけじゃありませんけれど

も、そのとき要望しましたら、あり方につい

て、当時の課長だったかな、検討したいと思

いますという話でございました。検討してな



第２回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成26年４月25日) 

 

 - 40 - 

いならないでいいんですけれども、検討した

経緯があるのかどうか、検討したことがある

のか、何かちょっと出てきたのかというとこ

ろがありましたら、平田課長、お願いしたい

と思います。 

 

○平田体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 今御指摘のとおり、熊本市が連続優勝して

いるところでございますが、昨年度は、八代

市が肉薄したところでございました。熊本市

のほうでも、現在検討委員会を立ち上げられ

まして、その出場の仕方とか、あり方とかを

検討されているところでございます。 

 もちろん、県体育協会のほうでも、その県

民体育祭の委員会がございますので、その中

でも検討されているところでございまして、

まずは熊本市の検討委員会の回答を待ってい

るところでございます。ことしが山鹿市でご

ざいまして、来年が熊本市でございますの

で、熊本市のときには、何らかの動きがある

ものと考えているところでございます。 

 

○松田三郎委員 熊本市がですね。市が選抜

の仕方は、多分競技によると思いますけれど

も、あれだけ多いと、真面目に予選とかやら

なくて、何かの結果で出すという、これ、も

し本式で熊本市が逆に強化する意味で検討し

たら、ますます差が激しくなってくるんじゃ

ないかなというの、今の答弁聞いて心配しま

したけれども、ぜひ県のほうにも検討委員会

なるものがあるんでしたら、今のようなニュ

アンスをぜひ伝えていただければと思いま

す。 

 以上、要望です。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、以上で本日の議題は全て終了い

たしました。 

 これをもちまして第２回教育警察常任委員

会を閉会いたします。 

 各委員の皆さん方、執行部の皆さん方、お

疲れさまでございました。 

  午後４時59分閉会 
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